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第 ２ 回   熊本県議会  経済環境常任委員会会議記録 

 

令和７年４月22日(火曜日) 

            午前９時58分開議 

            午後０時20分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 令和７年度主要事業等の説明 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人) 

        委 員 長 髙 島 和 男 

        副委員長 南 部 隼 平 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 髙 木 健 次 

        委  員 吉 田 孝 平 

        委  員 髙 井 千 歳 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 環境生活部 

         部 長 清 田 克 弘 

       総括審議員兼医監 山 口 喜久雄 

政策審議監 枝  國 智  子 

         環境局長 原  田 義  隆 

      県民生活局長 中 川 博 文 

      環境政策課長 木 原   徹 

     水俣病保健課長 中 田 幸 一 

     水俣病審査課長 塚 本   健

    環境立県推進課長 若 杉   誠 

      環境保全課長 廣  畑 昌  章 

       自然保護課長 野  田 貞  幸 

首席審議員 

   兼循環社会推進課長 村 岡 俊 彦 

   くらしの安全推進課長 岸 森 法 夫 

       消費生活課長 浦 田 武 史 

男女参画・協働推進課長 小佐井  郁  里 

     人権同和政策課長 山 本 智 勇 

商工労働部 

          部 長 上 田 哲 也 

        総括審議員 

    兼商工雇用創生局長 間  宮 将 大 

     政策審議監  佐 﨑 一 晴 

       産業振興局長 中 島 一 哉 

       商工政策課長 佐 藤   豊 

     商工振興金融課長 村 上 友 彦 

首席審議員 

    兼労働雇用創生課長 時 田 一 弘 

       産業支援課長 荒 木 貴 志 

エネルギー政策課審議員 梅 川 正 吾 

       企業立地課長 山 田 純 子 

販路拡大ビジネス課長 渡 辺 陽  司 

観光戦略部 

          部 長 脇   俊 也 

        政策審議監 川  㟢 典  靖 

     観光文化政策課長 佐 方 美 紀 

       観光振興課長 浦 本 雄 介 

   スポーツ交流企画課長 松 尾 亮 爾 

  企業局 

          局 長 久 原 美樹子 

首席審議員 

兼総務経営課長 馬 場 幸 一 

         工務課長 福 本 政 洋 

労働委員会事務局 

          局 長 浦 田 美 紀 

       審査調整課長 守 屋 芳 裕 

   ――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

          議事課主幹 須 田  恵美子 

      政務調査課課長補佐 那 須   豊 

     ――――――――――――――― 

    午前９時58分開議 
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○髙島和男委員長 ただいまから第２回経済

環境常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に１名の傍聴の申出がありま

したので、これを認めることといたしまし

た。 

 まず、開会に当たりまして、一言御挨拶を

申し上げます。 

 さきの委員会で委員長に選任いただきまし

た髙島和男でございます。 

 南部副委員長とともに、１年間円滑な運営

に努めてまいります。 

 委員各位、そして執行部の皆様方におかれ

ましては、何とぞ御指導、御協力をよろしく

お願いいたします。 

 続いて、南部副委員長から挨拶をお願いい

たします。 

 

○南部隼平副委員長 皆さんこんにちは。 

 さきの委員会で副委員長に御選任いただき

ました南部でございます。 

 今年１年間、髙島委員長をしっかり補佐

し、円滑な委員会運営に努めてまいりたいと

思いますので、執行部の皆様、委員各位の皆

様、御協力をよろしくお願いいたします。 

 本日はよろしくお願いします。 

 

○髙島和男委員長 今回は執行部を交えての

初めての委員会でありますので、初めに、執

行部の幹部職員の自己紹介をお願いします。 

 課長以上については、自席からの自己紹介

とし、審議員ほかについては、お手元にお配

りしております役付職員名簿により紹介に代

えさせていただきます。 

 それでは、清田環境生活部長から、役付職

員名簿の順番により、自席から自己紹介をお

願いします。 

  （環境生活部長～審査調整課長の順に自

己紹介） 

○髙島和男委員長 ありがとうございまし

た。１年間このメンバーで審議を行いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、主要事業等の説明に入ります。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔にお願いします。 

 それでは、環境生活部長から総括説明を行

い、続いて、担当課長から順次説明をお願い

します。 

 以下、商工労働部、観光文化部、企業局、

労働委員会事務局の順にお願いします。 

 初めに、清田環境生活部長。 

 

○清田環境生活部長 環境生活部の主要事業

等の説明に入ります前に、地下水保全の取組

につきまして御説明いたします。 

 知事を本部長とする地下水保全推進本部に

つきましては、先週、今年度最初の本部会議

を開催いたしました。 

 今回の本部会議では、地下水位の将来予測

や環境モニタリング委員会の結果等を報告

し、意見交換等を行いました。当本部を中心

に、熊本の宝である地下水保全の取組を県庁

全体で進めてまいります。 

 では、今年度の環境生活部の組織機構につ

いて御説明をいたします。 

 令和７年度組織機構図及び役付職員名簿の

冊子、１ページをお願いいたします。 

 当部は、総括審議員兼医監を置き、資料の

右側から順に、政策審議監のもと３課、環境

局長、県民生活局長のもと各４課、合わせて

本庁11課及び出先機関である水俣市の環境セ

ンターで構成し、職員数は、合計183名でご

ざいます。 

 次に、主要事業及び新規事業の冊子をお願

いいたします。 

 資料の１ページ、環境生活部の本年度一般

会計予算額は、左から２列目、本年度予算額

(Ａ)の下から３つ目、一般会計合計欄に記載

の137億8,400万円余でございます。 

 主な取組について、くまもと新時代共創総

合戦略の４つの戦略に沿って御説明いたしま
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す。 

 １つ目の柱「こどもたちが笑顔で育つ熊

本」につきましては、小中高生を台湾へ派遣

することを通して、グローバル人材の育成を

図ります。 

また、若い女性の起業支援を実施し、多様

な働き方を提案してまいります。 

 次に、２つ目の柱「世界に開かれた活力あ

ふれる熊本」につきましては、有害鳥獣対策

や産地偽装根絶など、稼げる農林水産業の実

践に係る取組を進めてまいります。 

 また、デジタル技術を活用し、水道管の漏

水調査に市町村等と共同で取り組んでまいり

ます。 

 さらに、引き続き自然公園施設の改修を計

画的に進めてまいります。 

 次に、３つ目の柱「いつまでも続く豊かな

熊本」につきましては、水資源をはじめとし

た環境保全をさらに強化してまいります。 

 また、ゼロカーボン社会及び循環型社会の

推進の取組を進め、省エネ設備への更新を促

すなど、産業分野での取組やサーキュラーエ

コノミーへの移行を進めてまいります。 

 このほか、女性の社会参画の加速化や人権

に関する広報啓発の充実にも取り組んでまい

ります。 

 最後に、４つ目の柱「県民の命、健康、安

全・安心を守る」につきましては、消費者行

政の充実強化、交通安全意識の普及啓発や犯

罪被害者支援など、県民の生活を守り、安

全、安心で住みよい暮らしの実現に取り組ん

でまいります。 

 また、水俣病問題への対応につきまして

は、認定審査を丁寧かつ着実に進めるととも

に、裁判等にも適切に対応してまいります。

 さらに、胎児性・小児性患者の方々や御家

族の希望を丁寧に酌み取りながら、日常生活

の支援に取り組んでまいります。 

あわせて、水俣病に関する情報教訓を正し

く発信することにより、水俣病に対する理解

を促進してまいります。 

 なお、１ページ、下段の熊本県のチッソ株

式会社に対する貸付けに係る県債償還等特別

会計において、チッソへの貸付けに係る県債

の元利償還金として、23億100万円余の予算

を計上しております。 

 これによりまして、一般会計と特別会計合

計で、環境生活部の令和７年度当初予算の総

額は、160億8,500万円余となります。 

 詳細につきましては、関係課長が説明いた

しますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

○木原環境政策課長 環境政策課です。 

 主要事業及び新規事業資料の２ページをお

願いいたします。 

 昨年５月に設置された地下水保全推進本部

です。 

 知事を本部長とし、両副知事、関係部長等

で構成しており、本部の下に関係所属長等で

構成する幹事会を設置し、関係市町村にも参

加いただき、具体的な取組を行っています。 

 当推進本部では、説明欄の２、事業概要に

記載しております(1)地下水量の保全８項目

と(2)地下水質の保全５項目、そして(3)関連

情報の発信を行っています。 

 昨年度は、本部会議を計３回、幹事会を計

４回開催し、今年度は、今月16日に第１回本

部会議を開催しました。今回は、２ページの

枠囲みの中、①地下水位リアルタイム配信の

対象井戸の今年度の拡大予定、②直近に実施

した地下水位の将来予測、⑫、⑬の法令等規

制物質及び規制外物質の環境モニタリングの

結果等を報告し、意見交換を行いました。 

 次の３ページ、チッソの金融支援につきま

しては、汚染原因者負担の原則を堅持しつ

つ、水俣病患者補償金の支払いに支障がない

よう、昭和53年以降、患者県債を発行し、チ

ッソに貸付資金を貸し付ける形で支援を行い

ましたが、平成12年に現在の形である金融支

援抜本策が閣議了解されました。 



第２回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（令和７年４月22日) 

 - 4 - 

 説明欄２、金融支援抜本策の概要でござい

ますが、それまでの患者県債方式を廃止し、

既往公的債務について、(1)、チッソが経常

利益から患者補償金を支払った後、可能な範

囲で県への貸付金返済ができるよう、県は所

要の支払い猶予等を行うこと、(2)、この支

払い猶予等相当額については、国の補助金と

100％交付税措置のある県債で対応すること

となりました。 

 ４ページをお願いします。 

 チッソの事業会社、ＪＮＣ単体での令和元

年度決算が経常利益の目標額53億円を下回っ

たため、チッソは、業績改善計画を策定しま

した。その計画期間の令和３から６年度に

は、平成７年政治解決一時金貸付けの県への

返済を猶予しております。また、令和５年度

以降の決算が業績改善計画の計画値を下回る

見通しとなったため、昨年２月、チッソは、

新たな業績改善計画を策定いたしました。 

 県では、平成７年政治解決一時金貸付けの

令和７、８年度償還分について、可能な範囲

を超える部分の返済猶予を決定しておりま

す。 

 このチッソへの金融支援につきましては、

万が一チッソによる県債の返済が困難となっ

た場合において、国において万全の措置が講

じられることを閣議了解されております。 

 次の５ページは、チッソへの貸付けに係る

特別会計の令和７年度予算と、その下に、チ

ッソの公的債務残高を掲載しています。 

 次の６ページをお願いいたします。 

 説明欄１、水銀フリー推進事業は、平成25

年に本県で開催された水俣条約外交会議で採

択された水俣条約を踏まえ、情報発信や水銀

専門家の育成支援など、水銀を使用しない水

銀フリー社会の実現に向けた取組を行うもの

です。 

 環境政策課は以上です。 

 

○中田水俣病保健課長 水俣病保健課でござ

います。 

 ７ページをお願いいたします。 

 項目欄１の医療対策の推進は、水俣病被害

者の方々の健康上の問題の軽減を図るための

取組です。 

 説明欄の表を御覧ください。 

 この表は、水俣病被害者の方がお持ちの２

種類の手帳の給付内容を表した表になりま

す。 

 表の左側、水俣病被害者手帳をお持ちの方

は、平成21年制定の水俣病被害者救済特別措

置法、いわゆる特措法により救済された方々

です。 

表の右側、医療手帳をお持ちの方は、平成

７年の政治解決により救済された方々です。 

 それぞれの給付内容の欄に記載しておりま

すとおり、医療費の自己負担分やはり・きゅ

う施術療養費、療養手当などの給付を行って

おります。 

 次に、項目欄２の水俣病関連情報の発信及

び保健福祉の充実について御説明いたしま

す。 

 説明欄の１、水俣病関連情報発信事業は、

水俣病の理解促進を図るため、県が直接実施

する情報発信や啓発事業です。 

 ２の水俣病関連情報発信支援事業は、水俣

病発生地域の市や町が行う情報発信の取組を

支援するものです。 

 ３の胎児性・小児性水俣病患者等の地域生

活支援事業は、患者の方々が地域で安心して

暮らしていただけるよう、日常生活や外出等

の支援を行うものです。 

 ４の環境・福祉モデル地域づくり推進事業

は、水俣・芦北地域における保健福祉ネット

ワークの運営や毎年５月１日に開催されます

水俣病犠牲者慰霊式など、市や町の取組を支

援するものです。 

 水俣病保健課は以上です。 

 

○塚本水俣病審査課長 水俣病審査課です。 
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 ８ページをお願いします。 

 当課では、いわゆる公健法に基づく水俣病

の認定審査業務を行っております。 

 説明欄の１ですが、認定申請者に対しまし

て、まず、(1)のとおり、審査の前提となる

疫学調査と検診を行います。その後、(2)の

とおり、認定審査会による審査を経て、知事

による認定または棄却の決定を行うことにな

ります。３月末現在の申請者数、いわゆる未

決定者数は257人でございます。 

 次に、２ですが、これは、水俣市などの指

定地域に５年以上の居住歴があり、申請から

１年を経過した申請者などに対し、知事によ

る決定があるまでの間、医療費等を支給する

事業でございます。３月末現在の対象者は、

112人でございます。 

 次の３ですが、これは、熊本大学医学部と

複数の医療機関をネットワークで結び、水俣

病の診療に関して、より専門的な指導や助言

ができるようにする事業でございます。 

 次のページをお願いします。 

 ２、訴訟等対応業務ですが、知事の棄却決

定に対する行政不服審査や訴訟への対応を行

っております。 

 ２月末現在の状況ですが、係争中の訴訟が

９件、行政不服審査が39件となっておりま

す。 

 水俣病審査課は以上です。 

 

○若杉環境立県推進課長 環境立県推進課で

す。 

 10ページをお願いいたします。 

 項目１、地球温暖化対策の推進です。 

 説明欄の１、県民ゼロカーボン行動促進事

業では、家庭におけるＣＯ2削減に向けて、

効果的な行動を取っていただくための普及啓

発に取り組んでいます。 

 具体的には、(1)のゼロカーボン行動ブッ

クを活用して、子供から大人まで、より環境

に意識が向くよう促します。 

 (2)は、新たに中学生向けの環境教育授業

に活用するための教材等を作成します。 

 次に、２の2050くまもとゼロカーボン推進

事業では、事業者や県における再エネ導入等

の促進、次期温暖化対策実行計画の策定及び

移動式急速充電器の整備等に取り組みます。 

 事業者に対しては、(1)の事業活動温暖化

対策計画書制度を活用し、電力会社や金融機

関とも連携して、省エネ設備への転換を促進

するとともに、(2)の中小企業等を対象とし

たセミナー等を実施してまいります。 

 県の率先行動としては、(3)の初期投資ゼ

ロモデルを活用したカーポート型の太陽光パ

ネルの設置や、(5)の公用車へのＥＶの導入

に取り組んでまいります。 

 11ページをお願いします。 

 項目２、地下水の保全です。 

 地下水の恵みを将来にわたり県民が共有

し、活用していくことができるよう、地下水

の保全対策を推進します。 

 新規事業が４件ございます。 

 まず、説明欄の２、阿蘇グリーンインフラ

モデル形成支援事業ですが、白川の水量を支

える阿蘇地域の地下水涵養機能を維持、再生

する活動を支援する仕組みの構築などに取り

組んでまいります。 

 ３の水保全協働推進事業では、公益財団法

人くまもと地下水財団と連携し、地下水涵養

対策や水環境教育など、行政、事業者、県民

が一体となった水保全対策を進めてまいりま

す。 

 ４の地下水位ビジュアライズ発信事業は、

リアルタイムで地下水位を確認できるシステ

ムや影響シミュレーションにより、大規模取

水や開発による地下水位への影響等を見える

化し、正しい情報を発信しようとするもので

す。 

 主な取組につきましては、４月16日に開催

された地下水保全推進本部において報告をし

ております。 
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 リアルタイムで地下水位を確認できるシス

テムにつきましては、昨年度は、リアルタイ

ム発信の対象井戸を３か所整備いたしまし

た。今年度は、さらに４か所追加し、計７か

所とする予定です。 

 次に、影響シミュレーションについてです

が、涵養域の減少や取水量の増加の傾向を見

据えた地下水位の将来予測を行っておりま

す。 

熊本地域の地下水賦存量について、地下水

が枯渇するような状況にはありませんが、最

も影響が出た場合において、セミコンテクノ

パーク周辺で最大1.12メートルの地下水位の

低下が見られるとの結果が出ております。 

 この結果を踏まえ、今年度改定予定である

熊本地域地下水総合保全管理計画の目標値を

検討してまいります。 

 資料戻りまして、最後の新規事業になりま

すが、５の地下水利用の影響の最小化に向け

た涵養拡大事業では、水田湛水に代わる新た

な涵養対策の検討など、地下水涵養のさらな

る推進を図ってまいります。 

 12ページお願いします。 

 項目３の有明海・八代海等の再生について

は、有八特措法に基づく県の計画や県議会の

提言に沿って、説明欄の１、(1)の推進連

携・普及啓発事業として、幼児、児童生徒へ

の環境出前講座や海辺、川辺での一斉清掃活

動を実施してまいります。 

 また、(2)の再生推進対策検討事業とし

て、①は、漁協や大学と連携し、河川の砂礫

を利用した干潟でのアサリの生育状況や環境

浄化のモニタリングを継続実施いたします。 

 ②は、八代海湾奥部について、干潟の生態

系や地域防災等への影響を調査するため、土

砂堆積シミュレーション等を実施します。 

 13ページお願いします。 

 項目４、環境教育・学習の推進です。 

 説明欄の１、環境センター運営事業です

が、ゼロカーボン行動ブック等を活用し、水

俣に学ぶ肥後っ子教室などで環境教育を実施

します。 

 また、２、くまもと環境教育の推進とし

て、県内の小中学校や保育園等に出向いて環

境出前講座等を行います。 

 環境立県推進課は以上です。 

 

○廣畑環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 14ページをお願いいたします。 

 項目１、総合的な生活環境保全対策の推進

でございます。 

 説明欄の２、事業概要の(1)環境関係連絡

調整費では、各保健所等にタブレット端末を

配備して、熊本県公害関係届出等台帳システ

ムと接続し、公害関係の届出や立入検査の一

元管理を行っております。 

 次に、15ページ上段の項目２、開発におけ

る環境配慮の推進でございます。 

 説明欄の２、事業概要の(1)環境影響評価

審査費では、いわゆる環境アセスメントとし

て、環境に配慮した開発事業が行われるよ

う、法令に基づき住民、行政専門家の意見を

踏まえながら審査を行います。 

 次に、２段目の項目３、水道事業の推進で

ございます。 

 説明欄の２、事業概要の(1)水道事業基盤

強化(広域化)推進では、県水道広域化推進プ

ランに基づき、市町村と連携し、水道事業の

広域化連携等に取り組みます。 

 16ページをお願いいたします。 

 (5)衛星画像解析技術活用漏水調査事業

は、新規事業としまして、市町村等と共同

で、デジタル技術を活用し、水道管の漏水調

査を実施するものでございます。 

 次に、２段目の項目４、水質保全対策の推

進でございます。 

 説明欄の２、事業概要の(1)規制外物質等

環境モニタリング及び水質等情報発信事業

は、半導体関連企業の集積が進む中、法令等
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で規制されない化学物質の排出を懸念する声

に対応するため、令和５年８月から、セミコ

ンテクノパーク周辺等の河川、地下水、大気

等について、規制外物質等の環境モニタリン

グを実施しています。 

 ここで、規制外物質等の環境モニタリング

について若干説明させていただきます。 

 令和５年８月の調査開始以降、これまでお

おむね四半期に１回調査を行っておりました

が、昨年12月にＪＡＳＭが本格稼働を始めた

ことから、令和７年１月15日に稼働後調査を

実施しました。 

 その結果、多くの項目で影響や変化は確認

されなかったものの、それぞれ有機フッ素化

合物の一種であるＰＦＢＳ及びＰＦＢＡの

み、その濃度が坪井川で増加しておりまし

た。 

 これらの物質は、日本において基準等はご

ざいませんが、諸外国の飲料水の目標値等と

比較したとしても低い濃度であり、３月26日

に開催しました専門家で構成する委員会から

は、現時点では問題ないレベルとの意見をい

ただいております。 

 令和７年度につきましても、引き続き環境

モニタリングを実施し、委員会での検証を継

続してまいります。 

 また、新たに県ホームページ上において、

法令に基づく水質等監視結果の調査地点、速

報値や経年変化グラフについての情報発信を

行います。 

 次に、17ページの(2)有機フッ素化合物(Ｐ

ＦＯＳ及びＰＦＯＡ)対策事業については、

県内の河川及び地下水73地点において、ＰＦ

ＯＳ及びＰＦＯＡの調査を実施します。 

 また、県が実施する飲用井戸等の衛生検査

項目に、今年度からＰＦＯＳ及びＰＦＯＡを

追加するとともに、市町村の飲用井戸等の水

質検査補助に対して、県が助成を行います。 

 さらに、保健環境科学研究所に新たに分析

機器を導入し、分析体制を強化します。 

 また、(3)地下水質監視事業及び(6)水質汚

濁規制事業では、工場、事業場に立入検査を

行い、必要な改善指導を行っております。 

 18ページをお願いいたします。 

 項目５、大気保全対策の推進でございま

す。 

 説明欄の２、事業概要の(2)大気環境監視

事業では、県内35か所の大気環境測定局にお

いて、大気汚染物質の24時間自動測定による

採取を行い、リアルタイムのデータをホーム

ページで公開しております。 

 光化学スモッグなど、大気の汚染状況が悪

化した場合は、関係機関、登録いただいた県

民に対して注意報等を一斉メールで送信しま

す。 

 次に、19ページの(5)特定粉じん排出等作

業監視事業では、建築物の解体等において作

業基準が遵守されているか、立入検査等を通

じて監視するとともに、大気中へのアスベス

ト漏えいがないか調査しております。 

 次に、２段目の項目６、化学物質対策の推

進でございます。 

 説明欄の２、事業概要の(1)ダイオキシン

類環境監視事業では、県内を４つのブロック

に分け、毎年度１ブロックについて、大気、

河川、地下水等の環境調査を実施しておりま

す。 

 本年度は、有明、山鹿地域において実施予

定でございます。 

 環境保全課は以上でございます。 

 

○野田自然保護課長 自然保護課でございま

す。 

 21ページをお願いいたします。 

 項目１の自然環境の保全は、本県の優れた

自然環境を次の世代に引き継ぐため、保全す

べき地域や貴重な野生動植物を指定し、保護

や保全対策を行うものです。 

 説明欄２、(1)の生物多様性くまもと戦略

推進事業は、必要な保全対策や保護管理、普
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及啓発を行い、生物多様性に関する理解醸成

を図るものです。 

 22ページをお願いします。 

 項目２の自然公園の保護・利用は、自然公

園区域内での開発を制限することで、優れた

風景地などの保護に努めるとともに、訪問者

が快適に公園を利用できるよう、施設の整備

や維持管理を行うものです。 

 説明欄２、(4)の国立公園満喫プロジェク

ト推進事業は、阿蘇くじゅう国立公園及び雲

仙天草国立公園施設において、県または市町

村が必要な施設整備や改修を行うものです。 

 23ページをお願いします。 

 項目３の野生鳥獣の保護・管理及び狩猟

は、鳥獣保護管理法などに基づき、農林水産

業の被害軽減や野生鳥獣の保護を行うもので

す。 

 説明欄２、(1)の鳥獣保護等推進事業は、

野生鳥獣の保護管理を図るため、鳥獣保護管

理員の配置、鳥インフルエンザ検査、野生イ

ノシシの豚熱調査などを行うものです。 

 (2)の特定鳥獣適正管理事業は、有害鳥獣

駆除の一環で、鹿を捕獲する市町村への助成

や銃猟者の育成、確保を行うものです。 

 (5)の狩猟わな猟マイスター育成事業は、

カモ類やイノシシなどの捕獲技術の向上を図

るため、実践研修を行うものです。 

 24ページをお願いします。 

 項目４の外来生物防除対策は、野生動植物

の生息、生育を脅かし、県民生活に被害を与

えるおそれのある特定外来生物の侵入防止や

駆除を行うものです。 

 説明欄２、(1)の特定外来生物防除対策事

業は、アライグマの根絶を図るため、研修会

の開催や被害対策を行う市町村への補助を実

施するものです。 

 (2)の特定外来生物スパルティナ属防除対

策事業は、汽水域に生育する外来生物である

スパルティナ属の防除を国と連携し行うもの

です。 

 自然保護課は以上です。 

 

○村岡循環社会推進課長 循環社会推進課で

ございます。 

 25ページをお願いします。 

 １の廃棄物の排出抑制、再使用、再生利用

の推進についてですが、事業概要、(1)のサ

ーキュラーエコノミー、これは循環経済とも

呼ばれるものですが、これへの移行支援事業

は、持続可能な形で資源を効率的、循環的に

利用する新たな経済システム、循環型経済へ

の移行を目指し、サーキュラーエコノミーに

関する普及啓発や相談体制構築等を行うもの

です。 

 (2)廃棄物処理計画策定事業は、令和８年

度から令和12年度を期間とする第６期熊本県

廃棄物処理計画を策定するものです。 

 26ページをお願いします。 

 ２の廃棄物の適正処理の推進についてです

が、事業概要、(1)の不法投棄等防止対策事

業は、産業廃棄物等の不法投棄等の発生防

止、早期改善のため、廃棄物監視指導員を置

き、パトロールなどを行うものです。 

 (2)の産業廃棄物事業者育成指導及び支援

事業は、収集運搬業の許可申請等に関して、

事業者への指導、研修等を行うものです。 

 (3)の海岸漂着物対策推進事業は、国の補

助金を活用し、市町村における海岸漂着物の

回収、処理や発生抑制対策を支援するもので

す。 

 (4)のエコアくまもと環境教育推進事業

は、南関町にある最終処分場エコアくまもと

において環境教育などを行うものです。 

 循環社会推進課は以上です。 

 

○岸森くらしの安全推進課長 くらしの安全

推進課です。 

 27ページをお願いします。 

 総合的な交通安全対策の推進です。 

 これは、交通情勢や熊本県交通安全計画な
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どに基づき、交通安全思想の普及啓発や交通

事故相談所の運営など、交通安全に係る施策

を推進するものです。 

 28ページをお願いします。 

 安全安心まちづくりの推進です。 

 これは、犯罪の起きにくい安全で安心な地

域社会の実現に向けた広報啓発を行うととも

に、犯罪被害を受けられた方々などへの支援

を行うものです。 

 このうち、犯罪被害者等支援推進事業は、

性暴力被害者のためのワンストップ支援セン

ターの運営委託や見舞金の支給などのほか、

新たな取組としまして、多機関ワンストップ

体制の整備を行うこととしております。 

 これは、犯罪被害を受けられた方々など

が、どこの機関、団体のどの部署に相談され

ても、ニーズに沿った支援が様々な機関、団

体から途切れなく提供できるようにするため

のものであり、来年度の本格運用を目指して

おります。 

 29ページをお願いします。 

 食の安全安心の確保です。 

 これは、食品の安全、安心確保に向けた取

組の普及啓発などを行うとともに、適正な食

品表示に向けた事業者の監視や指導、消費者

への正しい知識の普及啓発などを行うもので

す。 

 30ページをお願いします。 

 総合的な青少年施策の推進です。 

 これは、青少年の健全育成に向けた事業を

行うもので、このうち、グローバルジュニア

ドリーム事業は、未来の熊本を担う子供たち

に、台湾への派遣交流や夢についての講話な

どを通して、自分の夢と可能性を発見する機

会を提供するものです。 

 くらしの安全推進課は以上です。 

 

○浦田消費生活課長 消費生活課です。 

 31ページをお願いいたします。 

 消費生活課では、消費者行政の充実強化に

取り組んでおります。 

 県及び市町村に寄せられた相談件数につき

ましては、ここ数年１万5,000件を超えたと

ころで推移しております。 

 消費者被害、トラブルは、複雑化、多様化

し、高齢者等を狙った悪質商法やインターネ

ット通信販売に関する相談が目立ってきてお

ります。 

 このため、市町村や関係機関と連携しまし

て、消費者被害の未然防止や早期救済に取り

組んでいるところでございます。 

 主な事業としましては、説明欄２の消費生

活相談・啓発事業でございますが、県消費生

活センターにおける相談の実施でございま

す。 

 32ページをおめくりください。 

 説明欄３の地方消費者行政推進事業は、市

町村の消費者行政の体制強化の支援を県とし

て行うものでございます。 

 説明欄４の消費者自立のための生活再生総

合支援事業は、多重債務者や生活再生の支援

が必要な方に対し、家計診断や債務整理、生

活資金の貸付けなど、総合的な支援を行うも

のでございます。 

 説明欄５の食品ロス削減推進事業は、消費

者の意識改革や発生抑制、未利用食品の有効

活用促進など、食品ロス削減を推進するもの

でございます。 

 消費生活課は以上でございます。 

 

○小佐井男女参画・協働推進課長 男女参

画・協働推進課です。 

 33ページをお願いします。 

 まず、項目１、協働の推進です。 

 地域の課題やニーズが多様化する中、行政

だけで対応することは困難です。そこで、Ｎ

ＰＯ法人等と役割分担しながら解決を図る取

組を進める支援を行います。 

 そのため、特定非営利活動促進法に基づき

まして、ＮＰＯ法人の認証、ＮＰＯ法人の中
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でも、運営組織や事業活動等が一定基準に適

合したものの認定を行います。 

 また、ふるさと納税制度を活用した交付金

やセミナー、助言等により、ＮＰＯ法人の経

営基盤の強化や活動支援を行い、地域活動の

核となるＮＰＯ法人等との協働を推進しま

す。 

 次に、項目２、男女共同参画の推進です。 

 性別に関わりなく、誰もがその個性と能力

を十分に発揮することができる男女共同参画

社会の実現に向け、第５次熊本県男女共同参

画計画等に基づき、県民、市町村、事業者等

と連携し、取組を進めます。 

 (1)男女共同参画社会形成促進事業では、

今年度は、令和８年度から令和12年度までを

計画期間とする第６次熊本県男女共同参画計

画を策定いたします。 

 34ページをお願いいたします。 

 (4)のくまもとの女性活躍促進事業では、

女性の社会参画を加速化させるため、女性活

躍促進に向けた様々な取組を行います。 

 女性経営参画塾や企業トップセミナー、そ

して、女性活躍を応援し、男性の家庭、地域

参画を進めるため、ヒゴロッカサミットを開

催します。 

 今年度は、新たに若年女性の起業支援事業

を行います。女性が結婚や出産、子育てによ

り、キャリアが途切れることなく働き続けら

れるようにするため、若年層の女性が描くラ

イフスタイルやキャリアパスを実現する上

で、起業が選択肢の一つとなるよう、講座や

専門家による伴走型の支援を実施します。 

 最後に、項目３、くまもと県民交流館にお

ける県民の活動支援です。 

 くまもと県民交流館パレアは、ＮＰＯ・ボ

ランティア協働センター、男女共同参画セン

ター、生涯学習推進センターが設置され、県

民の自発的で自主的な様々な活動を支援する

拠点施設でございます。 

 平成30年度から、３つのセンターの活動と

施設管理の全てを指定管理者により行ってい

ます。 

 男女参画・協働推進課は以上です。 

 

○山本人権同和政策課長 人権同和政策課で

す。 

 35ページをお願いいたします。 

 当課では、部落差別、同和問題をはじめと

する様々な人権問題の解決に向けて、人権施

策、啓発の推進に取り組むこととしておりま

す。 

 ２の事業概要、(1)人権施策推進事業は、

庁内関係各課との連絡調整をはじめ、県内の

行政機関、議会、企業等と連携、さらには、

有識者などからも御意見を伺いながら、より

実効性のある施策を推進するものです。 

 (2)人権啓発活動市町村委託事業は、市町

村が実施する講演会、研修会などの啓発活動

を支援するものです。 

 (3)広報・啓発事業は、当課が直接行う講

演会、人権フェスティバル、新聞等のマスメ

ディアを利用した広報、啓発活動に取り組む

もので、上記(2)とともに、国の地方委託事

業を活用しております。 

 (4)研修・人材育成・相談事業は、ウェブ

講座や研修会の開催を通じた人材育成と人権

全般に関する県民からの相談に対応するもの

です。 

 (6)地方改善事業費は、市町村が設置、運

営する隣保館の施設整備や相談事業などへの

支援に要する経費です。 

 (7)人権問題連携調整費は、行政や関係団

体等と連携した啓発活動に要する経費です。 

 人権同和政策課は以上です。 

 

○髙島和男委員長 次に、商工労働部長から

総括説明を行い、続いて、担当課長から順次

説明をお願いします。 

 まず、上田商工労働部長。 
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○上田商工労働部長 商工労働部でございま

す。 

 主要事業等の説明に先立ちまして、県内の

景気、雇用情勢、商工労働部の最近の動きに

ついて概略を申し上げます。 

 まず初めに、４月１日に公表されました日

銀の金融経済概観では、｢熊本県内の景気

は、緩やかに回復している｡」と、１年ぶり

に引き下げられました。この判断は、アメリ

カによる輸入自動車への追加関税などの発表

前のものであり、県内経済に与える影響につ

きまして、十分に注視してまいります。 

 また、２月の本県の有効求人倍率は1.19倍

と、前月に比べて0.02ポイント低下いたしま

したが、依然として人手不足の状況は続いて

おります。 

 次に、商工労働部における最近の動きにつ

いてです。 

 アメリカによる関税措置として、４月３日

から自動車へ25％の追加関税が、また、４月

５日からは一律10％の相互関税が発動されて

おります。相互関税の上乗せ分については、

90日間の一時停止が表明されておりますが、

今回の関税措置により、県内企業への影響が

懸念されます。 

 このような関税措置を受け、熊本県内の金

融機関や商工団体では、４月３日から、順次

特別相談窓口が設置されております。商工労

働部におきましても、４月７日に、商工振興

金融課内に、米国自動車関税措置等に伴う金

融・経営特別相談窓口を設置いたしました。 

 また、今回の措置による影響について、県

内関係団体等へヒアリングを行ったところ、

今後の影響を懸念する声が上がっています。 

 県内事業者の経営に重大な支障を来すこと

がないよう、各都道府県とも連携して、国に

対して対応を求めるとともに、県内の中小・

小規模事業者に寄り添った対応を行ってまい

ります。 

 それでは、令和７年度の商工労働部の主要

事業等について御説明いたします。 

 まず、令和７年度組織機構図及び役付職員

名簿の10ページをお開きください。 

 当部では、本庁７課、出先機関５機関で構

成をし、職員数は、合計247名となっており

ます。 

 次に、令和７年度主要事業及び新規事業の

36ページをお願いいたします。 

 令和７年度当初予算につきましては、左か

ら２列目、本年度予算額(Ａ)の下から３段目

にございますとおり、総額で638億8,000万円

余を計上しております。 

 主な取組につきまして、くまもと新時代共

創総合戦略の柱に沿って御説明いたします。 

 まず、１つ目の柱「こどもたちが笑顔で育

つ熊本」の取組については、子育て世代の女

性が自分のライフスタイルに合った県内での

就労につながるよう支援してまいります。 

 次に、２つ目の柱「世界に開かれた活力あ

ふれる熊本」の取組としましては、若者の県

内就労を進めるための取組や外国人材の確

保、受入れに対する支援を行います。 

 また、ＴＳＭＣ進出の経済波及効果の最大

化に向けて、半導体サプライチェーン参入へ

の支援や中小企業の稼ぐ力を強化するための

ＤＸ、ＧＸ推進のほか、県土の均衡ある発展

に向けて、県南地域への企業誘致の促進等に

も引き続き取り組んでまいります。 

 最後に「いつまでも続く豊かな熊本」の取

組としまして、阿蘇くまもと空港周辺地域Ｒ

Ｅ100産業エリア創造のため、再エネの導入

促進に取り組んでまいります。 

 以上、私からの総括説明とさせていただき

ますが、詳細につきましては、関係課長から

説明いたしますので、よろしくお願い申し上

げます。 

 

○髙島和男委員長 続いて、担当課長から順

次説明をお願いします。 
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○佐藤商工政策課長 商工政策課です。 

 資料の37ページをお願いします。 

 項目１、ＵＩＪターン就職の促進でござい

ますが、２、事業概要、(1)「くまもとでは

たらく」若者の県内定着促進事業では、東

京、大阪、福岡及び県内にくまもと移住定

住・ＵＩＪターン就職支援センターを設置

し、相談対応や求職者とのマッチング支援等

を行っています。また、県外求職者が県内企

業の採用試験やインターンシップ等に出向く

際の旅費の一部を助成しています。 

 (2)の戦略的ＵＩＪターン就職加速化事業

では、本県で働くことの魅力を伝えるため、

合同就職説明会やイベントを開催するもので

ございます。 

 次に、項目２、若者の県内就職と定着のた

めの奨学金返還サポートでございますが、

(1)に、ふるさとくまもと創造人材奨学金制

度の概要を記載しております。 

 奨学金を県と県内企業で２分の１ずつ負担

するもので、制度創設から７年目を迎えまし

た。ＵＩＪターン就職支援等と連携し、より

多くの若者と参加企業がつながるよう、引き

続き、県内企業等に参加を促し、県内外への

制度のＰＲに努めてまいります。 

 おめくりいただきまして、38ページの項目

３、外国人材の受入れ環境整備・定着促進で

ございますが、(1)の「外国人材に選ばれる

熊本」推進事業では、企業からの相談対応等

を行う外国人材受入企業支援センターを設け

るほか、県内の事業者等が行う日本語習得支

援、地域住民との交流事業等への助成等を実

施してまいります。 

 (2)の「連携“絆”特区」外国人材就労促

進事業では、令和６年６月に指定された国家

戦略特区を活用して、国に代わり、県が企業

の経営状況を事前に確認することで、外国人

エンジニアが入国する際の在留資格審査期間

を短縮してまいります。 

 次に、項目４、産学官連携による半導体人

材の育成・確保でございますが、(1)熊本県

半導体人材育成会議等活動事業では、関係者

による直接対話の場を通じて、今後の半導体

人材育成の強化策の検討や情報共有、意見交

換を行ってまいります。また、小中学生に対

して、半導体の理解促進を図る出前授業を実

施します。 

 (2)の半導体研修受講支援事業では、半導

体研修機関で従業員の研修を行う企業に対し

て、受講費や宿泊費等を市町村とともに支援

してまいります。 

 39ページの項目５、県内中小企業者等支援

に係る商工団体の体制整備等の取組みでござ

いますが、商工会議所、商工会等の商工団体

の組織運営に係る経費を助成し、県内中小企

業者等の経営力強化等を図るものでございま

す。 

 (1)は、商工会商工会議所、商工会連合会

に対する人件費等の助成、(2)は、中小企業

団体中央会に対する人件費等の助成でござい

ます。 

 項目６、エネルギー価格高騰対策等に係る

トラック物流への支援でございますが、エネ

ルギー価格高騰の影響を軽減し、また、ドラ

イバーの人材確保に係る取組を後押しするこ

とで、トラック物流の持続的な発展を支援す

るものでございます。 

 (1)のトラック物流燃費向上支援事業で

は、貨物運送事業者の燃費向上のためのエコ

タイヤ導入に要する経費の一部を助成いたし

ます。 

 (2)のトラック物流人材確保支援事業で

は、トラックドライバーの人材確保のための

企業合同説明会の開催等の取組を支援いたし

ます。 

 おめくりいただきまして、40ページの項目

７、ＴＳＭＣ進出効果を県全体に波及させる

取組みでございますが、(1)商工団体台湾経

済交流促進事業では、商工団体が行うインタ

ーンシップの受入れや商談会の開催等、台湾
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との経済交流の取組を支援してまいります。 

 商工政策課は以上です。 

 

○村上商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 41ページをお願いします。 

 項目１の令和２年７月豪雨災害に係る被災

中小企業者等の施設・設備復旧支援につきま

しては、引き続き、(1)のなりわい再建支援

事業により、施設、設備の復旧を支援してま

いります。 

 また、(2)のくまもと型小規模事業者経営

発展支援事業により、販路開拓等の取組を支

援してまいります。 

 項目２の物価高や人件費上昇等の影響を受

ける中小企業者等の事業継続支援につきまし

ては、(1)の県制度融資により、引き続き資

金繰りを支援してまいります。 

 また、(2)の中小企業者事業再生等支援事

業により、国の事業等を活用した経営改善計

画の策定を支援してまいります。 

 (3)のサステナブル地域経済創出支援事業

では、持続可能な地域経済を確立するため、

商工団体や市町村等が連携して実施する事業

承継や創業等に係る取組を支援してまいりま

す。 

 42ページをお願いいたします。 

 (4)の事業承継・後継ぎ支援事業では、円

滑な事業承継のため、後継者の育成や事業承

継の準備、承継後の技術習得等の各段階で必

要となる取組を支援してまいります。 

 (5)のこどもキラキラ商店街支援事業で

は、商店街の維持発展とこどもまんなか熊本

の実現に向け、商店街を活用した子供主体の

体験活動やイベント等の取組を支援してまい

ります。 

 また、(6)の商店街等売上回復支援事業で

は、プレミアム商品券の発行等の取組を支援

してまいります。 

 次の(7)の中小・小規模事業者生産性・売

上げ向上後押し事業では、売上げ向上による

持続的な賃上げ等を実現するため、国や県の

補助事業を活用して生産性向上に取り組む事

業者の自己負担分の一部を支援してまいりま

す。 

 また、(8)の中小企業者事業再建・発展支

援事業では、個々の経営課題に応じた専門家

の派遣やデジタル化の支援を進めてまいりま

す。 

 項目３の平成28年熊本地震に係る中小企業

者等の施設・設備復旧及び事業継続支援につ

きましては、(1)の中小企業等復旧・復興支

援事業により、県単独予算でグループ補助金

を継続し、公共事業の影響で申請できていな

い事業者の施設、設備の復旧を支援してまい

ります。 

 商工振興金融課は以上です。 

 

○時田労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 43ページをお願いいたします。 

 項目の１、熊本県経済を支える人材の育

成・確保は、県内企業の魅力発信や職業訓練

を通じた人材育成などに取り組むものです。 

 事業概要の(1)くまもと県内就労応援事業

では、若者や女性に対しまして県内企業の魅

力を発信するとともに、企業の採用力向上や

女性が働きやすい環境整備などの企業の取組

を支援するためのセミナーを開催し、人材の

確保に取り組みます。 

 (2)では、県立高等技術専門校の実習棟の

改修、改築工事を進めます。昨年、令和６年

度は実習棟１棟と管理教室棟の改修工事に着

手し、来月竣工予定でございます。今年度、

令和７年度は、実習棟２棟の改築工事に着手

いたします。 

 (3)離職者訓練事業では、離職者の方が職

業スキルや知識を習得し、就職につなげられ

るよう、デジタルや事務、介護など多様な職

業訓練の機会を提供します。 
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 (4)熊本県ブライト企業推進事業では、働

く人が生き生きと輝き、安心して働き続けら

れる企業をブライト企業として認定し、労働

環境や処遇の向上に取り組みます。 

 44ページをお願いいたします。 

 項目の２、若者の県内就職の促進では、県

内企業の魅力発信や技能振興により、若者の

県内定着に取り組んでおります。 

 事業概要の(2)技能検定事業費では、熊本

県職業能力開発協会が実施します技能検定試

験に必要な経費を支援し、ものづくり分野を

支える人材の確保、育成を行います。 

 (3)みらいの技能士育成ステップ事業で

は、技能職への入職につなげるため、若者の

方に対しまして、技能体験等を通じて、技能

職や技能士の魅力発信を行います。 

 続いて、項目の３、女性、高年齢者及び障

がい者など多様な人材の活躍支援では、多様

な人材活躍のための就労支援について取り組

んでおります。 

 事業概要の(2)高年齢者雇用促進事業で

は、高年齢者の方が元気に活躍できる社会を

目指しまして、シルバー人材センターへの支

援や県内企業、団体等への先進事例等の情報

提供を行っております。 

 続いて、45ページをお願いいたします。 

 (3)障がい者職業能力開発事業では、障害

者の方の就労促進のため、県立高等技術専門

校や民間教育機関におきまして職業訓練を実

施しております。 

 (5)障害者就業・生活支援センター事業で

は、県内６か所にセンターを設置し、障害者

の方の就業面と生活面の支援を行っておりま

す。 

 労働雇用創生課は以上でございます。 

 

○荒木産業支援課長 産業支援課でございま

す。 

 46ページをお願いいたします。 

 まず、項目１、産業成長ビジョンの推進

は、令和２年に策定しました熊本県産業成長

ビジョンを推進するもので、有識者等による

ビジョンの進捗状況の評価及び見直し、産学

金官の協議会による重点的な取組を行うもの

です。 

 次に、項目２、地場企業の成長支援では、

ハード、ソフト両面からの支援により、県内

企業の成長を後押しするもので、(1)地場企

業立地促進費補助は、県内に本社を有する企

業等が県内に事業所等を新設または増設する

際に要した投下額の規模に応じ、操業開始後

に助成するものです。 

 (2)プロフェッショナル人材戦略拠点運営

事業は、中小企業の成長戦略実現のため、戦

略拠点を整備し、県内外の優秀な人材の獲得

を支援するものです。 

 (3)リーディング企業創出事業は、地域経

済への波及効果が大きい企業を創出するた

め、成長意欲とその可能性が高い中小企業を

認定し、関係機関とともに、継続的に支援す

るものです。 

 下の47ページをお願いいたします。 

 (4)地域未来投資促進事業は、本県の地域

特性を生かして、高い付加価値を創出し、地

域の中で経済的波及効果を及ぼすモデルケー

スとなり得る取組に助成するものです。 

 (5)くまもと地域産業の持続的発展と水資

源保全を両立させる先進技術の社会実装事業

は、みそやしょうゆといった食品加工、発酵

醸造現場において、有害物質のみを除去する

技術の確立を支援するものでございます。 

 次に、項目３、ＤＸ・ＧＸの推進は、地場

企業の持続的な稼ぐ力の強化に向け、ＤＸ、

ＧＸの取組を推進します。 

 まず、(1)シンカ企業創出推進事業は、進

む進化や深める深化などの企業成長を後押し

するため、デジタル技術を活用した業務プロ

セスの改善や脱炭素化といった、いわゆるＤ

Ｘ、ＧＸの取組を総合的に支援するものでご

ざいます。 
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 (2)製造業ＤＸ推進臨時補助事業は、物価

高騰や賃上げ等の影響により、費用増加に直

面している県内製造業者に対し、生産現場で

のデジタル化に必要な機器整備を支援するも

のです。 

 (3)企業と社会のサステナビリティを実現

する人材育成事業は、県内製造業者が持続的

に競争力を発揮するため、ＤＸやＧＸなどの

関連技術の研修や、各企業の課題に応じ、実

装に向けた伴走型支援を実施するものです。 

 めくっていただきまして、48ページをお願

いいたします。 

 項目４、ＵＸプロジェクトによる新産業創

出及びイノベーション支援は、新たなビジネ

スにつながる環境を提供し、関係機関との連

携などにより、イノベーションが持続的に生

まれる好循環の形成を目指すものです。 

 (1)熊本空港周辺地域における産業振興創

出事業は、ＵＸプロジェクトの推進のため、

人材や企業等の集積を図り、実証実験等の機

会の提供や交流拠点施設の整備等を行うもの

でございます。 

 (2)次世代ベンチャー創出支援事業は、産

学金官で構成するコンソーシアムの活動を通

し、自然共生型産業における大学等の研究シ

ーズを発掘し、新たな成長産業の創出に向け

た支援を実施するものです。 

 (3)くまもとオープンイノベーション推進

事業は、コーディネーターやアドバイザーを

配置し、県内企業などによる連携体の構築

や、商品開発や販路開拓等を支援するもので

す。 

 (4)くまもとクロス支援事業は、企業が大

学等と連携し、技術力強化に係る研究開発等

に対し助成するものです。 

 (5)くまもと版スタートアップ・エコシス

テム創出事業は、県内の各支援団体との検討

を通じて、スタートアップ企業の事業成長に

向けた支援体制の構築等に取り組むもので

す。 

 下の49ページをお願いいたします。 

 項目５、新生シリコンアイランド九州の実

現に向けた半導体産業振興施策の推進は、Ｔ

ＳＭＣの進出を契機として、半導体のみなら

ず、県内産業のさらなる振興と県経済の成長

を実現するために、くまもと半導体産業推進

ビジョンに基づく施策を推進するものです。 

 (1)くまもと半導体産業推進ビジョン推進

事業は、半導体産業推進ビジョンに基づく施

策の進捗評価を行うとともに、台湾経済団体

を通じた企業の交流促進を図るものです。 

 (2)半導体産学官連携推進事業は、大学等

と連携し、人材の育成及び共同研究の強化に

より、三次元積層実装の量産化を確立し、新

たな地域産業や雇用の創出を図るものです。 

 (3)半導体サプライチェーン参入促進支援

事業は、半導体製造装置メーカーのサプライ

チェーンへの参入を支援するため、専門家に

よる技術指導や展示会への出展を通じて、ビ

ジネスマッチングを支援するものです。 

 (4)低環境負荷型半導体製造装置の開発支

援事業は、環境負荷の低い半導体関連製造プ

ロセスの開発、実用化を目指すものです。 

 最後に、めくっていただきまして、50ペー

ジをお願いいたします。 

 項目６、令和２年７月豪雨からの復旧・復

興プランに基づく取組みの推進は、被災した

醸造食品企業における新商品の開発支援に加

え、ＢＣＰの策定など、災害に強い醸造食品

業界の実現を目指し、県内被災地域の食品加

工産業を支援するものです。 

 産業支援課は以上です。 

 

○梅川エネルギー政策課審議員 エネルギー

政策課です。 

 51ページをお願いいたします。 

 熊本県総合エネルギー計画に基づく再生可

能エネルギーの利活用についてです。 

 ２、事業概要の(1)はＲＥ100としておりま

すが、ＲＥは、リニューアブルエナジー、再
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エネ100％の電力供給、利用促進に向けた事

業についてです。 

 ①は、環境省から脱炭素先行地域として選

定されております阿蘇くまもと空港周辺地域

ＲＥ100産業エリアの創造に必要な再エネ発

電施設等の開発を支援しており、令和７年度

から、新たなバイオマス発電等の整備が開始

されます。 

 また、米印で記載しておりますが、本年１

月に設立したくまもと地域みらいエネルギー

株式会社において、４月から再エネ電力の供

給を開始しております。 

 ②ですが、｢再エネ100宣言 ＲＥ Action」

とは、大企業向けのＲＥ100の国内中小規模

企業版となりますが、県内企業の参加を促す

勉強会等を開催しております。 

 (2)熊本県総合エネルギー計画推進事業に

ついて、①は、軽量で、折り曲げにも強く、

これまで太陽光パネルを搭載できなかった壁

面等にも設置できるペロブスカイト太陽電池

の設置可能性、導入可能量等の調査を行う予

定です。 

 ②は、太陽光パネルのＦＩＴ後放置ゼロに

向けた取組です。ＦＩＴ固定価格買取り終了

後は売電価格が大きく下がるため、太陽光パ

ネルの大量廃棄や放置が懸念されます。発電

事業者等において、撤去や更新に必要な費用

をためていただく、ＦＩＴ期間終了後も、防

災や景観等の観点で問題がない太陽光発電は

使っていただく、撤去時には、リサイクルし

ていただけるよう取組を開始します。 

 ③は、再エネの適地誘導に向けた取組で

す。市町村等と連携し、阿蘇周辺において、

県のゾーニング図に市町村等がメガソーラー

の設置を抑制すべきとするエリアを加え作成

した阿蘇地域太陽光抑制エリア図等を基に、

適地誘導を推進するものです。 

 (3)メガソーラー等対策事業は、メガソー

ラー等の再生可能エネルギーの地域との共生

を図るため、協定締結を推進するものです。 

 (4)の水素エネルギー普及啓発・利活用促

進事業についてです。 

 ①は、民間事業者と連携し、県内工業団地

等での水素需要調査及び水素トラックに係る

荷主のニーズ調査を実施するとともに、水素

エネルギー利活用の促進に向けた県内事業者

との意見交換を行い、事業者側のニーズを踏

まえた活用方策など、水素エネルギー利活用

に必要な検討を実施します。 

 52ページをお願いします。 

 エネルギー価格高騰に対する事業者緊急支

援についてです。 

 国の支援対象となっていないＬＰガス利用

事業者と特別高圧電力利用事業者に、国の重

点交付金を活用し、都市ガス等に準じた支援

を行います。 

 最後が、採石業関係です。 

 事業者の指導、育成のほか、採石事業のイ

メージ向上等にも取り組んでおります。 

 エネルギー政策課は以上です。 

 

○山田企業立地課長 企業立地課でございま

す。 

 53ページをお願いいたします。 

 項目１、企業誘致の推進については、国内

外からの企業誘致及び既に熊本に拠点を構え

ている既立地企業のフォローアップを積極的

に行い、本県の産業振興と雇用確保を進めて

まいります。 

 具体的には、(1)企業誘致事業として、企

業訪問を通じて、積極的な誘致活動や既立地

企業のフォローアップを行います。 

 また、(2)戦略的企業誘致推進事業は、国

内の大規模な展示会への出展や関連するイベ

ント等への参加に加え、既立地企業と県内高

校等とのネットワークづくりなどに取り組み

ます。 

 さらに、(3)企業立地促進資金融資事業

は、工場や事業所新設または増設する誘致企

業に対する長期かつ低利の融資制度を設け、
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本県への企業誘致を促してまいります。 

 54ページをお願いいたします。 

 項目２、企業の立地及び増設の促進につい

ては、誘致企業が工場や事業所新設または増

設する際に、設備投資や雇用の実績に応じて

補助を行います。 

 (1)企業立地促進費補助として、１つ目

は、セミコンダクター、半導体です。モビリ

ティー、自動車、食品バイオなどの企業を対

象とする企業立地促進補助金でございます。 

 55ページをお願いします。 

 企業立地促進費補助として、２つ目は、情

報サービス業やコンテンツ産業などの企業を

対象とする産業支援サービス業等立地促進補

助金でございます。 

 56ページをお願いいたします。 

 項目３、世界的半導体企業の進出を契機と

した更なる半導体関連産業の集積の推進につ

いては、本県の強みである半導体関連産業の

さらなる集積を図るため、国内及び台湾にお

ける展示会への出展、セミナー開催等を実施

いたします。 

 続きまして、項目４、ポートセールスの推

進については、国際コンテナ貨物取扱量の増

加及び熊本港、八代港の新規航路開設や増便

などの利便性向上を図るため、荷主企業や船

会社へのポートセールスに取り組みます。 

 (1)戦略的ポートセールス推進事業は、企

業訪問等を通じ、より多くの荷主企業への働

きかけを強化するとともに、熊本県内港にお

ける新規航路を開設した船会社に対し、その

経費の一部を助成します。 

 (2)国際コンテナ利用拡大助成事業は、熊

本港及び八代港を利用する荷主企業に対して

助成を行い、両港の利用拡大を図ります。 

 57ページをお願いいたします。 

 項目５、県南地域への企業誘致の促進につ

いては、ＴＳＭＣ進出効果を全県に波及させ

るため、(1)県南地域企業誘致促進事業とし

まして、県南地域の企業誘致の強化に向け、

企業の県南地域の視察に要する経費の一部助

成や、人材確保として、県南地域の企業が連

携して取り組む企業イメージの向上や労務環

境の改善等に対する支援を実施いたします。 

 項目６、企業誘致の受け皿となる工業団地

の整備については、製造業等の企業誘致の受

皿を確保するため、(1)新規工業団地建設事

業は、菊池市事業区、合志市事業区、八代市

事業区の３か所分の整備を行います。 

 (2)県南地域工業団地施設整備促進事業

は、県南地域を中心とした市町村が行う団地

整備の取組を支援するため、地下水調査な

ど、整備に必要な調査を行います。 

 企業立地課は以上でございます。 

 

○渡辺販路拡大ビジネス課長 販路拡大ビジ

ネス課です。 

 58ページをお願いします。 

 項目１、農林水産物等輸出の推進は、県産

農林水産物等の輸出拡大を図るため、輸出環

境の整備や現地でのプロモーション、県産品

の競争力強化、輸出産地の形成等に戦略的か

つ持続的に取り組むものです。 

 まず、(1)県産農林水産物等輸出推進総合

支援事業は、輸出に取り組む県内事業者の掘

り起こしから輸出に至るまでを総合的に支援

するものです。専門家による伴走型の支援や

新規販路開拓など、各事業者の輸出ステージ

に応じた支援を行ってまいります。 

 (2)海外輸出拡大対策事業は、海外バイヤ

ーの招聘や現地プロモーション等に取り組む

ものです。特に、経済的な結びつきが強まっ

ている台湾への輸出に取り組む事業者の支援

に力を入れてまいります。 

 (3)ＧＦＰフラッグシップ輸出産地形成プ

ロジェクト事業は、輸出先国の様々な規制や

現地ニーズに対応した生産方法の転換や物流

改善に取り組む農業団体等を支援する国庫事

業です。 

 次に、項目２、県産品の認知度向上及び販
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路拡大は、県産品の販路拡大のため、物産振

興団体に対する催事等の支援や事業者の商品

開発等の支援を行い、県産品の認知度向上や

販路開拓を図るものです。 

 下ページの(5)食のみやこくまもと県産品

ブラッシュアップ支援事業は、小売事業者等

と連携したブラッシュアップや百貨店等での

情報発信により、県産品の高付加価値化や消

費拡大を支援するものです。 

 (6)食のみやこ熊本県「物産フェア＆大商

談会」実施事業は、例年開催されている熊本

物産フェアの規模を拡大して実施するととも

に、県内の食品関連事業者と国内外のバイヤ

ーとのマッチングを図る商談会を開催するも

のです。 

 (7)くまもと県産酒消費喚起強化事業は、

原材料価格高騰等の影響を受ける酒造事業者

の販路拡大や高付加価値化の取組を支援する

ものです。 

 60ページをお願いします。 

 項目３、球磨焼酎のトップブランド化の推

進は、令和２年７月豪雨からの復旧・復興プ

ランに基づき、球磨焼酎のトップ・オブ・

ザ・ワールド戦略の実現に向け、球磨焼酎の

魅力発掘や情報発信、百貨店等と連携したフ

ェアの開催などを総合的に支援、展開しま

す。 

 販路拡ビジネス課は以上です。 

 

○髙島和男委員長 次に、観光文化部長から

総括説明を行い、続いて、担当課長から順次

説明をお願いします。 

 まず、脇観光文化部長。 

 

○脇観光文化部長 観光文化部でございま

す。 

 観光文化部関係の主要事業、新規事業等の

説明に先立ちまして、観光文化部に関する最

近の取組について御説明申し上げます。 

 本県における訪日外国人延べ宿泊者数は、

観光庁統計調査の速報値によりますと、令和

６年は約144万人と過去最多を更新しまし

た。一方で、日本人延べ宿泊者数は、昨年よ

り約12％減少し、約653万人となりました。 

 インバウンドにおいては、台湾に次いで本

県への来訪者が多い韓国にも新たに観光レッ

プを設置し、さらなる誘客強化を図るととも

に、国内誘客においては、地域の特性に合わ

せた商品づくりや受皿体制の整備、二次交通

の充実、特別な体験を提供する観光の上質

化、高付加価値化などを推進してまいりま

す。 

 また、今年度より、観光振興課内に国内観

光推進室を新設し、令和８年夏の熊本デステ

ィネーションキャンペーン開催に向け、プレ

キャンペーン等のプロモーションを実施しま

す。さらに、昨年度に続き、ツール・ド・九

州、国際バドミントン大会といった国際スポ

ーツ大会が本県で開催されます。こうした好

機を捉えて、経済波及効果が県内全域に行き

渡るよう、より効果的な誘客施策を展開して

まいります。 

 このように、今年１月に改定しましたよう

こそくまもと観光立県推進計画に基づき、

｢日常を忘れるひととき、心弾む“感動県く

まもと”」の実現に向けて、着実に各種施策

を進めてまいります。 

 それでは、令和７年度の観光文化部の組織

機構及び主要事業、新規事業について御説明

いたします。 

 資料の令和７年度組織機構図及び役付職員

名簿の18ページをお願いいたします。 

 観光文化部は、記載のとおり、３課及び出

先機関の博物館ネットワークセンターで構成

され、職員数は63名となっております。 

 次に、資料、令和７年度主要事業及び新規

事業の61ページをお願いいたします。 

 令和７年度当初予算につきましては、一般

会計で、総額38億3,600万円余となっており

ます。 
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 主な取組について、くまもと新時代共創総

合戦略の柱に沿って、順に御説明をいたしま

す。 

 まず「世界に開かれた活力あふれる熊本」

については、熊本デスティネーションキャン

ペーンに向けた取組や韓国への観光レップの

設置など、観光振興、誘客強化に取り組んで

まいります。 

 そして、観光事業者の経営力強化に向けた

支援や二次交通の充実、周遊促進に向けた実

証等により、受入れ体制、基盤強化を図りま

す。 

 また、スポーツツーリズムの推進やアーバ

ンスポーツの振興、スポーツ施設の整備手法

等の検討によるスポーツ政策の推進にも取り

組みます。 

 さらに、国内外に熊本の文化芸術の魅力を

発信することで、文化振興と観光誘客双方の

実現を図るなど、観光と文化芸術の施策を一

体的に推進してまいります。 

 次に「いつまでも続く豊かな熊本」につい

ては、地域に根差した伝統的工芸品の高付加

価値化、販路拡大等に取り組みます。 

 事業の詳細につきましては、この後担当課

長から御説明申し上げます。 

 

○髙島和男委員長 続いて、担当課長から順

次説明をお願いします。 

 

○佐方観光文化政策課長 観光文化政策課で

す。 

 62ページをお願いします。 

 １、熊本地震震災ミュージアムの取組みの

推進については、熊本地震の記憶や経験、教

訓などを後世に伝承するため、南阿蘇村にあ

る熊本地震震災ミュージアムＫＩＯＫＵを中

核拠点として、回廊型のフィールドミュージ

アムの取組を推進してまいります。 

 中段の２、広域的な観光地域づくりの推進

については、観光地域づくりの取組を通じ

て、ＤＭＯが相互に連携して行う人材育成等

への支援など、広域的な観光地域づくりを推

進してまいります。 

 下段の３、文化振興の取組みの推進につい

ては、文化施策の企画調整や文化団体の活動

支援などにより、本県の文化振興を図ってま

いります。 

 (2)の新規事業、くまもと文化集積・発信

事業により、熊本の文化の情報を集約した特

設サイトを開設し、国内外に熊本の文化の魅

力を発信してまいります。 

 63ページをお願いします。 

 ４、県立劇場の取組みの推進については、

本県における芸術振興の中核的な拠点である

県立劇場において、施設、設備の提供や芸術

振興のための取組を推進してまいります。 

 下段の５、伝統的工芸品産業の振興につい

ては、県内の伝統的工芸品産業の継承、発展

のために、魅力ある伝統的工芸品の開発や販

路拡大を通じた経営基盤の安定化を支援して

まいります。 

 (1)の新規事業、伝統的工芸品販売力強化

等支援事業により、伝統的工芸品の高付加価

値化やＥＣサイトを活用した販売力強化の支

援を行います。 

 64ページをお願いします。 

 ６、熊本県総合博物館ネットワークの推進

については、県内の博物館等と連携し、県内

どこに住んでいても博物館活動に参加できる

熊本県総合博物館ネットワークの構築を推進

してまいります。 

 (3)の新規事業、博物館等施設の文化観光

推進事業により、地域に根差す文化、歴史の

魅力を再発見するための調査及びそれらを観

光資源へ磨き上げる取組を行います。 

 観光文化政策課は以上です。 

 

○浦本観光振興課長 観光振興課でございま

す。 

 65ページをお願いします。 
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 項目１の観光産業の基幹産業化の推進は、

観光地の受入れ体制の整備や持続可能な観光

地域づくりに取り組み、観光産業の基幹産業

化を推進するものです。 

 (1)地域連携型観光地域づくり緊急支援事

業は、観光関連事業者等が地域一体となって

行う高付加価値化や観光客の受入れ環境整備

などの取組に対し、専門家による伴走支援を

行い、魅力ある観光地域づくりへつなげるも

のです。 

 (2)観光産業復興による雇用創出事業は、

観光関連産業における人手不足解消に向け

て、合同就職面談会やセミナーなどを実施す

るものです。 

 66ページをお願いします。 

 項目２の観光ＤＸの推進は、ＳＮＳ等を活

用したデジタルマーケティング、観光Ｍａａ

Ｓの構築など、デジタル活用による誘客促進

や旅行者の利便性向上などに取り組むもので

す。 

 (1)のデジタルマーケティング事業では、

誘客促進や観光施策の立案につなげるため、

ＳＮＳなどによる旅行者の嗜好に合わせた情

報発信やマーケティングデータの収集、分析

により効果測定を行います。 

 (2)のスマート観光交通体系構築推進事業

は、観光における二次交通の課題克服や周遊

促進による観光消費の増加に向け、観光Ｍａ

ａＳの検討、実証等を行うものです。 

 項目３のマンガ・アニメの活用による誘客

促進及び地方創生は、『ONE PIECE』をはじめ

とする漫画、アニメ等のコンテンツを活用し

た本県への誘客促進や被災地復興支援を目指

す取組です。 

 (1)『ONE PIECE』連携復興応援事業は、麦

わらの一味の像を起点とした誘客、周遊促進

のためのプロモーションを行うことで、訪問

者の増加等を図り、熊本地震の記憶の継承や

被災地の復興支援につなげます。 

 67ページをお願いします。 

 項目４、球磨川流域の課題解決に向けた取

組みの推進については、球磨川流域のにぎわ

い創出や誘客に向け、新たなコンテンツの創

出と定着化を目指す取組です。 

 項目５、国内からの誘客の推進について

は、大型キャンペーンによる本県への誘客拡

大や観光情報の発信、教育旅行の誘致などに

より、国内観光客の安定的な確保に取り組む

ものです。 

 (1)観光誘客プロモーション推進事業は、

ＪＲグループと連携した令和８年夏の熊本デ

スティネーションキャンペーンの実施に向け

て、観光素材の磨き上げや情報発信、受入れ

体制の整備を行うものです。 

 68ページをお願いします。 

 (4)教育旅行誘致推進事業は、教育旅行に

よる宿泊需要の確保を図るため、宿泊費など

の助成や地域受入れを支援するコーディネー

ターを設置するものです。 

 項目６の海外からの誘客の推進は、好調な

インバウンド需要のさらなる獲得や県内周遊

促進を図る取組です。 

 (2)台湾インバウンド誘客強化事業は、台

湾からのインバウンド誘客強化のため、本県

の観光セールス等を行う現地代理人の設置や

訪日教育旅行受入れのための相談窓口を設置

するものです。 

 (3)の韓国インバウンド誘客強化事業は、

新たに韓国にも現地代理人を設置し、効果的

なセールス等を行うものでございます。 

 (4)地方誘客促進によるインバウンド拡大

事業は、本県の歴史、文化資源等を活用した

旅行商品の造成や販路開拓に取り組み、さら

なる誘客強化を推進するものです。 

 69ページをお願いします。 

 項目７、クルーズ船誘致・受入の推進は、

くまモンポート八代をはじめとする県内の港

へのクルーズ船誘致と受入れ体制強化、寄港

地ツアーの充実等を進め、クルーズ船寄港の

効果拡大に取り組むものでございます。 
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 (3)クルーズ船寄港効果向上事業は、富裕

層向けクルーズ船の誘致強化に向けたセール

スの実施や、寄港地ツアーの経済効果向上を

図るため、体験型観光などを盛り込んだ新た

なツアーを試行する際に支援を行うものでご

ざいます。 

 観光振興課は以上です。 

 

○松尾スポーツ交流企画課長 スポーツ交流

企画課でございます。 

 70ページをお願いいたします。 

 １のスポーツツーリズムの推進について

は、スポーツによる交流人口の拡大や地域活

性化を図り、スポーツツーリズムの推進に取

り組むものでございます。 

 事業概要、(1)国際バドミントン大会誘致

促進事業については、国際バドミントン大

会、熊本マスターズジャパンの開催、(2)ツ

ール・ド・九州受入環境整備事業について

は、国際サイクルロードレース、ツール・

ド・九州の開催を通じて、交流人口の拡大に

取り組むものでございます。 

 (3)アーバンスポーツ振興事業について

は、スケートボード大会などのアーバンスポ

ーツイベントの開催、大会や合宿誘致等に取

り組み、アーバンスポーツの振興を図るもの

でございます。 

 (4)スポーツツーリズム支援事業について

は、スポーツコンテンツを観光資源と併せて

情報発信し、誘客強化を図るものでございま

す。 

 (5)スポーツ交流推進事業については、ス

ポーツ競技団体や関係機関等と連携し、スポ

ーツツーリズムを推進するものでございま

す。 

 71ページをお願いいたします。 

 ２の公民連携によるスポーツ施設整備検討

については、老朽化が進む県内のスポーツ施

設について、県としての整備の方向性を決定

するため、昨年度設置しました検討会議にお

いて、民間活力の導入や民間事業者主体の整

備を含め、様々な観点から方向性の整理を行

ってまいります。 

 スポーツ交流企画課は以上です。 

 

○髙島和男委員長 次に、企業局長から総括

説明を行い、続いて、担当課長から順次説明

をお願いします。 

 初めに、久原企業局長。 

 

○久原企業局長 企業局の概要につきまして

御説明申し上げます。 

 お手元の資料、令和７年度組織機構図及び

役付職員名簿の23ページをお願いします。 

 企業局は、総務経営課と工務課の本庁２

課、発電総合管理所と都呂々ダム管理事務所

の２か所の出先機関で構成され、職員数は合

わせて61名です。 

 今年度から、工務課内に７名体制の半導体

工業用水道整備室を設置し、半導体関連企業

に向けた新規工業用水道事業を推進していく

こととしており、職員数は、昨年度より３名

増となっております。 

 24ページから26ページは、企業局の役付職

員名簿及び事務分掌でございます。 

 次に、資料、令和７年度主要事業及び新規

事業の72ページをお願いします。 

 企業局が所管する事業の概要について御説

明します。 

 現在、企業局では、令和７年度当初予算総

括表の一番左の列のとおり、電気事業、工業

用水道事業、そして有料駐車場事業の３事業

を運営しています。 

 電気事業におきましては、７つの水力発電

所のうち、主力４発電所で適用されている固

定価格買取制度により、安定的な電力料収入

が確保されております。引き続き、設備の効

果的なメンテナンス等に努め、電力の安定供

給、電力料収入の最大化を図ってまいりま

す。 
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 工業用水道事業におきましては、有明及び

八代工業用水道で多くの未利用水を抱え、さ

らに、有明では、多額のダム関連経費の負担

を抱えるなど、厳しい経営状況にあることか

ら、施設運営権を民間事業者に委ねるコンセ

ッション方式のもと、民間のノウハウ等を活

用して、効率的な経営やサービス向上、ユー

ザー拡大等に取り組んでおります。 

 加えて、八代工業用水道では、昨年度から

本格化した八代臨海工業用地のバイオマス発

電所への給水により、一定の経営改善が図ら

れたところです。 

 有明工業用水道におきましても、未利用水

の活用を通じた経営改善と熊本の宝である地

下水保全の両立に向け、半導体関連企業への

新規給水の取組を推進してまいります。 

 引き続き、コンセッション事業者及び知事

部局との密な連携の下、収益確保やサービス

向上に向けた取組を通じて、経営基盤の強化

を進めてまいります。 

 有料駐車場事業におきましては、コロナ禍

で減少しました県営駐車場の利用台数も、令

和３年度に底を打った後、現在は、コロナ禍

前と同水準まで回復しております。 

 昨年導入しました障害者割引制度をはじ

め、指定管理者と連携を図りながら、利用者

の利便性向上や社会課題の解決に資する取組

に努めるとともに、適切な維持管理と安定経

営を通じて、町なかのにぎわいづくりに引き

続き貢献してまいります。 

 なお、昨年度に引き続き、県政貢献策とし

て、電気事業と有料駐車場事業から合わせて

５億5,000万円を一般会計へ繰り出すことと

しています。 

 以上が企業局所管の事業の概要でございま

す。 

 詳細につきましては、総務経営課長から説

明いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

○髙島和男委員長 続いて、担当課長から説

明をお願いします。 

 

○馬場総務経営課長 総務経営課でございま

す。 

 資料、令和７年度主要事業及び新規事業の

72ページ、令和７年度当初予算総括表をお願

いいたします。 

 企業局では、公営企業会計に基づき、電

気、工業用水道及び有料駐車場の各事業ごと

に、当年度の損益を示す収益的収支と建設改

良費などの投下資本を示す資本的収支に分け

て予算を計上しております。 

 最下段の合計欄ですが、３事業合わせまし

た収入総額は、前年度比５億3,000万円余減

の58億2,600万円余、支出総額は、前年度比

７億8,500万円余増の80億3,700万円余となっ

ております。 

 なお、次ページの表は、工業用水道事業会

計につきまして、有明、八代及び苓北の３工

業用水ごとに取りまとめたものですので、説

明は省略いたします。 

 74ページをお願いいたします。 

 １、｢経営戦略」に基づく取組みの推進で

ございます。 

 事業運営の基本となります企業局経営戦略

2020におきましては、資料中段以降にありま

すとおり、(1)全事業の黒字化、(2)新規事業

に挑戦、(3)地域貢献としての県民還元の３

つの戦略目標を掲げ、各種事業に取り組んで

おります。 

 なお、経営戦略につきましては、今年度中

間見直しを行うこととしております。 

 次に、各事業の経営状況等について御説明

いたします。 

 まず、電気事業でございますが、次ページ

上段、１の表は、各水力発電所の状況でござ

います。 

 ２、経営状況等でございますが、(1)のと

おり、市房及び緑川の４発電所で見込まれる
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固定価格買取制度による売電利益を活用しま

して、(4)及び(5)のとおり、県政貢献とし

て、一般会計への５億円を繰り出すととも

に、地元貢献にも取り組んでまいります。 

 また、(6)のとおり、荒瀬ダム関連施設跡

地３か所につきまして、八代市の復興事業用

地として、令和５年度に１か所を無償譲渡

し、今後２か所を無償譲渡する予定でござい

ます。 

 76ページをお願いいたします。 

 工業用水道事業でございますが、上段、１

の表は、各工業用水道の状況でございます。 

 ２、経営状況等でございますが、(1)のと

おり、有明、八代の両工業用水道につきまし

ては、コンセッション方式の導入など、経費

節減に努めているものの、多くの未利用水

や、特に有明工業用水道では、多額の竜門ダ

ム関連経費の負担もあり、厳しい経営状況に

あります。八代工業用水道におきましては、

令和５年11月からの木質バイオマス発電施設

への給水開始により契約率が改善。有明工業

用水道につきましても、後ほど御説明いたし

ますが、半導体関連企業への工業用水供給に

向けた取組を進めているところであり、引き

続き需要拡大に努めてまいります。 

 次のページの有料駐車場事業でございます

が、上段、１の表は、施設等の状況でござい

ます。 

 ２、経営状況等でございますが、(1)のと

おり、コロナ禍前に年間20万台を超えており

ました県営駐車場の利用台数は、令和２年度

から約15万台で推移のところ、令和５年度以

降は、約20万台まで回復しているところでご

ざいます。 

 (2)のとおり、県営駐車場では、利用料金

制の指定管理者制度を導入しております。引

き続き、指定管理者と連携し、民間のノウハ

ウを生かした設備導入や障害者割引制度の導

入など、利用者サービスの向上を図り、利用

台数の拡大に努めてまいります。 

 また、(3)の県政貢献として、先ほど御説

明しました電気事業からの５億円に加え、有

料駐車場事業から5,000万円を一般会計へ繰

り出すこととしております。 

 78ページをお願いいたします。 

 半導体関連企業への工業用水供給に係る新

規工業用水道事業でございます。 

 １に記載のとおり、地下水保全の推進と有

明工業用水道の未利用水活用による収益確

保、経営基盤強化のため、半導体関連企業へ

の工業用水給水に向けた浄水場建設等の取組

を進めております。 

 ２の事業概要のとおり、今年度は、浄水場

等の整備に向けた地質調査や詳細設計等を実

施することとしております。 

 なお、国の経済対策に係る補正予算によ

り、事業費の４割について、国のインフラ交

付金が措置されております。 

 企業局は以上でございます。 

 

○髙島和男委員長 次に、労働委員会事務局

長から説明をお願いします。 

 浦田労働委員会事務局長。 

 

○浦田労働委員会事務局長 労働委員会事務

局でございます。 

 まず初めに、労働委員会の組織機構につい

て御説明いたします。 

 組織機構図及び役付職員名簿、資料の27ペ

ージをお願いいたします。 

 労働委員会は、労働組合法に基づき設置さ

れた労使紛争を解決するための行政委員会で

す。 

 不当労働行為の救済申立てに対する審査、

労働争議の調整及び個別労働関係紛争のあっ

せん等を行っております。 

 当委員会は、公益、労働者及び使用者の代

表各５名、計15名の委員で構成されておりま

す。また、事務局職員は９名でございます。 

 次に、当初予算及び主要事業を御説明しま
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す。 

 令和７年度主要事業及び新規事業資料の79

ページをお願いいたします。 

 当委員会の当初予算は、総額１億2,400万

円余で、主な内容としましては、委員会費と

して委員報酬を、事務局費として職員給与費

や局の運営費を計上しております。 

 次に、おめくりいただいて、80ページをお

願いいたします。 

 労働委員会の主な業務は３つございます。 

 まず、１、不当労働行為事件の審査です。 

 これは、使用者が資料に記載しております

ような労働組合活動を阻害する行為を行った

場合に、労働組合または労働者個人からの申

立てを受けて審査を行い、必要に応じて、救

済命令あるいは和解等により解決を図るもの

です。 

 次に、２、労働争議の調整です。 

 これは、労働組合と使用者との間の紛争が

労使の自主的な話合いで解決できない場合

に、当事者からの申請によりあっせんなどを

行い、解決を図るものです。 

 最後に、３、個別労働関係紛争のあっせん

です。 

 労働者個人と使用者との紛争が当事者同士

で解決できない場合に、当事者からの申請に

よりあっせんを行うものでございます。 

 労働委員会事務局からは以上です。 

 なお、課長からの説明は省略させていただ

きます。 

 

○髙島和男委員長 以上で執行部の説明が終

わりました。 

 それでは、一括して質疑を受けたいと思い

ます。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○鎌田聡委員 これは16ページですね。 

 環境保全課にお尋ねをいたします。 

 先ほど御報告がありました規制外物質のモ

ニタリング調査の話ですけれども、３月26日

ですかね、専門家の皆さん方に議論をしてい

ただいて、そこでの議論状況で、先ほどもお

話ございましたように、ＰＦＢＳとＰＦＢ

Ａ、特にＰＦＢＳにつきましては、59ナノで

8.55倍ということで、１年間でかなりの増加

をしているわけですけれども、特段の影響は

ないというお話ございましたけれども、第１

工場が稼働してこの数値が上がったわけで、

この物質をＴＳＭＣも使ってるということは

公表されてるんですよね。 

 ＴＳＭＣの稼働により、この２つの物質の

濃度が上がったということですけれども、こ

れからやっぱりずっと営業が続いていく中

で、それでも8.55倍、１年間で。これからど

んどん続いてくと、さらにその数値が上がっ

ていく可能性もあるんですけれども、そうい

ったところの影響というのは、専門家の皆さ

ん方は多分影響ないと言われてないと思いま

すけれども、専門家の皆さん方の御意見と今

後どうされるのか、お伺いしたいと思いま

す。 

 

○廣畑環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 今委員の御指摘がありました件、ＪＡＳＭ

で、ＰＦＡＳ類、有機フッ素化合物につきま

しては３物質使ってるということで、その３

物質のうち、今回２項目について、ＰＦＢ

Ａ、ＰＦＢＳについて、北部流域下水道の排

出先である坪井川から、以前の濃度よりは上

がっているという結果でございました。 

 おっしゃるとおり、ＰＦＢＳにつきまして

は、高橋という地点で、それまでの結果が、

平均が6.9ナノグラム・パー・リットルか
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ら、59ナノグラム・パー・リットルというこ

とで上がってはおります。ただ、３月26日の

専門家によるモニタリング委員会において、

専門家からは、今の段階では特に問題ないレ

ベルというお話をお聞きしております。 

 また、それと同時に、ＰＦＢＳ、ＰＦＢＡ

につきましては、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡと言わ

れる今世間を騒がしている物質ですけれど

も、50ナノグラム・パー・リットルという目

標値、指針値がある項目に対して、健康影

響、環境への影響は小さいというふうなお話

も伺っております。 

 ただ、今回は、まず１回目の測定でござい

ます。モニタリング委員会からは、引き続き

調査を行い、状況の把握をしていきなさいと

いうことでお話をお聞きしております。 

 今後は、ただ、委員がおっしゃったよう

に、ＪＡＳＭが本当に出してる物質なのかど

うかというのはまだはっきり分かっておりま

せん。因果関係は分かっておりません。モニ

タリング委員会からも、因果関係を示すよう

なお話は出ておりませんので、まずは、ＪＡ

ＳＭを含め、北部流域下水道に出している排

水量の多い事業者を中心に聞き取りを行っ

て、状況の把握をしていきたいというふうに

考えております。 

 その結果につきましては、専門家のモニタ

リング委員会に諮った上で、しかるべき対応

を検討していきたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

 

○鎌田聡委員 因果関係がはっきりしないと

いうお話だったんですけれども、ＪＡＳＭが

稼働して、これだけの数値が増えているとい

うことは、やっぱりそこに、大本の原因もあ

ると思いますけれども、今から調査されると

いうことですから、もうＪＡＳＭも含めて、

そういった聞き取りもやっていただいて、数

値が影響ないかどうかは、国際的基準でどう

なのか私もよく分かりませんけれども、規制

がある国もありますから、この２物質もです

ね。 

 ですから、そういったものを含めてしっか

りと調査をしていただいて――飲み水には影

響なくても、これは魚介類が今からこの水を

体に入れていきますので、そこからのやっぱ

り人体への影響も懸念をされるわけですし、

そういった不安もやっぱり県民は持っている

と思うんですよね。専門的知識は私もありま

せんので、そういったところをしっかりとこ

れから聞き取りもされて、調査をされていく

ということで、せっかくその専門家の皆さん

に議論していただいてるので、専門的にどう

なのかという判断もぜひやっていただきたい

と思いますし。これ、専門家委員会というの

は、どのくらいの周期でやられるんですか。 

 

○廣畑環境保全課長 専門家のモニタリング

委員会ですけれども、基本的には半年に１回

程度の期間で開催しようと思ってます。 

 ただ、その今後の調査結果次第では、例え

ば大きくその濃度が上がったとか、何らかの

影響が見られたという場合には臨時で開催し

て、専門家の御意見を伺うこととしておりま

す。 

 また、先ほど委員がおっしゃいました、外

国での基準といいましょうか、目標値がある

のはあくまで飲用水になります。飲用水、飲

んだ場合の基準、目標値でございまして、今

回濃度が上がっておりましたのは河川になり

ます。その点はきちんと押さえた上で、しか

も、これは今のところ規制がない物質という

ことで、あくまでも予断を持って考えていく

のではなくて、きちんと状況を把握した上で

本当の因果関係というのを明らかにしていき

たいと思っております。 

 そこら辺のデータにつきましては、モニタ

リング委員会に諮りながら考えていきたいと

いうふうに考えております。 
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 以上でございます。 

 

○鎌田聡委員 しっかりと調査とか聞き取り

とかやっていただいて、情報も県民の皆さん

方にもやっぱり周知していくということが大

事ですので、あと、先ほど言いましたように

坪井川から海に流れていくわけですから、魚

介類の摂取というのは考えられますから、そ

こからのやっぱり人体への影響も含めて、こ

ういったものが非常に懸念されますから、や

っぱり調査をしっかりやった上で、どういう

影響があるのか、これはもう専門家の皆さん

方にしっかりと諮っていただくということで

対応をお願いしときたいと思います。 

 

○廣畑環境保全課長 環境全課でございま

す。 

 今委員のおっしゃったとおり、蓄積性とい

う点、委員のお話の中では、ＰＦＯＳ、ＰＦ

ＯＡと言われる今の物質の目標値がある、指

針値がある物質に比べれば、蓄積性は低いん

じゃないかというふうにおっしゃってまし

た。 

 ただ、まだこれは研究の途に就いたばかり

でございますので、そこら辺の研究の状況、

国の動きを踏まえながら、正しい情報を県民

の皆様に提供していきたいというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

 

○鎌田聡委員 よろしくお願いします。 

 

○髙島和男委員長 ほかにございませんか。 

 

○松田三郎委員 資料31ページか32ページぐ

らいにまたがると思います。消費生活課の浦

田課長だと思いますが、お尋ねしたいと思い

ます。 

 つい最近ですが、県から情報をいただい

て、このことかなと思うのが、相談員をはじ

め、何か人件費が令和７年度をもって打切り

といいますか、国の交付金か？補助金か？

と。それに関してだけじゃないかもしれませ

んが、先般情報いただいたのが、所管の大臣

と人吉市が、全国の自治体から選ばれて意見

交換をするというような話。 

 まず質問ですが、その事業は、この３の相

談員の配置というところに関わってくるんで

すかね。 

 それで、その状況といいますか、今まで

が、そういうことを言われて延長されたこと

があるとか、いやいや、これはどうも令和７

年度をもって本当に終わりそうだなというの

が、今の時点での感触が分かればちょっと教

えていただきたいと思います。 

 

○浦田消費生活課長 お答えいたします。 

 委員おっしゃった、まず、どの事業に該当

するかというところでございますが、32ペー

ジの地方消費者行政推進事業ということで、

こちらが、市町村の消費者行政の体制強化の

支援ということで、この4,900万の中に、交

付金として2,300万ほど入っております。 

 で、今の状況としましては、国の交付金の

名称が地方消費者行政強化交付金と申しま

す。で、これが当初、平成20年から交付金が

始まりまして、地方の消費生活相談員の体制

強化ということで、交付金が各都道府県に入

っていたということでございますが、これ

が、大体形を変えて２回ほどリニューアルし

まして、最後は地方消費者行政強化交付金と

いう形になっております。 

 で、この活用期限が、全国的に令和７年度

末で終了いたします。今、各県、非常に、各

議会とも意見書を提出したりという動きの中

で、本県においても、さきの２月議会で意見

書を採択いただいて提出したという形になっ

ております。 

 こちら、継続、拡充ということで、意見書

の中にもありますが、本年３月に閣議決定さ
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れまして、第５期の消費者基本計画というの

ができております。その中で、交付金の終了

で地方の行政サービスの水準が低下しないよ

うに適切な対策を講じるという形で、基本計

画にも記載されております。 

 で、消費者庁としましても、プロジェクト

チームを立ち上げまして、強化交付金の在り

方を含めて今検討を進めているという状況で

ございます。 

 県としましても、引き続き、この地方消費

者行政を安定的に推進させるために、恒久的

な財源措置について、知事会あるいは国への

施策要望の提案など、様々な機会を捉えて、

国へ押し切っていきたいと考えております。 

 あと、委員がおっしゃった人吉市が24日に

伊藤担当大臣からヒアリングを受けるという

ことですが、まさにこれは、今申し上げまし

たとおり、地方消費者行政の現状と課題を直

接大臣がヒアリングというか、意見交換とい

う形を取るということでございます。 

 以上です。 

 

○松田三郎委員 今の御説明で私も思い出し

ました。過去２回に、非常に危機的な、一旦

途切れたか、途切れそうになったかを含めて

２回ぐらいあったなというのを思い出しまし

た。 

 それで、これは、何とか強化交付金でした

けれども、今、この交付金に市町村も何か負

担されるというか、市町村にも交付金が行く

とかという、市町村の持ち出しもあってるん

ですかね。交付金使って県が全部相談委員の

配置などをしているということ、どっちです

か。 

 

○浦田消費生活課長 消費生活課です。 

 実情としましては、活用期限が定まってま

して、早く適用になったところからもう終了

がずっと始まっておりまして、ほとんどのと

ころは全国的に令和７年度なんですけれど

も、小規模自治体が特例で令和９年度までと

活用期限がなっておりまして、まちまちでご

ざいまして、活用期限を迎えたところは自主

財源で対応したりというところが現状でござ

います。 

 

○松田三郎委員 そのまちまちというのは何

ですか。 

 

○浦田消費生活課長 消費生活課です。 

 結局、その強化交付金を適用する年度がそ

れぞれの自治体で違いますので、相談員の人

件費に適用が早かったところは、活用期限と

いうのが決まっておりますので、活用期限を

迎えたところから終了すると。で、終了した

ときに、相談員の人件費についてはもう自主

財源で対応せざるを得なくなってきていると

いうところでございまして、そこら辺で対応

がまちまちになっているというところでござ

います。 

 

○松田三郎委員 さっきおっしゃったあんま

り大きくない自治体が、じゃあ自主財源でと

いうと、どうしても続けられないんだろうと

思いますので、場合によってはまた委員長に

もお願いして、この委員会あるいは議会で、

再度意見書等を出すというような準備も必要

かなと思っておりますので、随時そういう、

何か動くような情報があればまた教えていた

だきたいと思います。 

 

○浦田消費生活課長 執行部のほうとしまし

ても、消費者庁の動きが今から活発になって

くると思いますので、そこら辺を注視しなが

ら、また議会のほうとも連携しながら、交付

金の継続、拡充、そういった財源措置を求め

ていきたいと考えております。よろしくお願

いします。 

 

○松田三郎委員 結構です。 



第２回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（令和７年４月22日) 

 - 28 - 

 

○髙島和男委員長 ほかにございませんか。 

 

○吉田孝平委員 商工労働部、37ページで、

奨学金返還サポートとございますけれども、

今７年目ということでございます。今、企業

数とか、あと上限とか、いろいろ人数、金額

の上限書いてありますけれども、その上限に

今近づいているのか、それと、中小企業等に

限定されてますけれども、その中小企業等の

ある程度参加できる条件とかあるのか、その

辺をちょっと教えていただければと思いま

す。 

 

○佐藤商工政策課長 商工政策課でございま

す。 

 奨学金についてのお尋ねでございますけれ

ども、平成30年に始めまして、就職者数と企

業者数の状況でございますけれども、まず、

参加している企業数につきましては、令和２

年度の就職からこれは対象となっております

けれども、令和２年度分の企業者数が57社で

あったものが、令和７年度、今年度就職を対

象にするものに参加している企業数が113社

というところで、伸びてきているところでご

ざいます。 

 また、就職者数でございますけれども、こ

れにつきましては、令和２年度から令和５年

度までの延べでございますけれども、決定し

たのが166人でございまして、登録者数とい

たしましては、令和６年の登録者の学生が

222人で、令和７年度就職対象の学生が266人

ということで、ここも伸びてきているところ

でございます。 

 次に、中小企業等に限定というところの要

件というところだったかと思いますけれど

も、ここにつきましては、本県のこの奨学金

の特徴として、業種については幅広く対象と

しているところでございまして、例えば、工

業、建設業、福祉業、あと、情報通信業、金

融等々、もちろん製造業とかも入っておりま

すけれども、広く業種を対象にしておりまし

て、県内定着、幅広い企業に就職いただける

ようにと、また参加できるようにということ

で制度設計をしているところでございます。 

 以上です。 

 

○吉田孝平委員 ありがとうございます。 

 まだ人手不足というのもございますし、今

外国人の労働者に頼るところがございますの

で、できれば、また予算を増やしていただい

て、事業拡大に努めていただければと思いま

す。 

 要望でございます。 

 

○髙島和男委員長 ほかにございませんか。 

 

○髙木健次委員 環境生活部長の総括説明

で、｢こどもたちが笑顔で育つ熊本」という

ことで、４つの項目で、重要な位置づけとし

て上げておられますが、１つ目の小中高生を

台湾へ派遣するということの、グローバル人

材の育成を図りますということですが、これ

は非常に、小中高生を台湾へ派遣というと、

今、ＴＳＭＣの進出等によりまして、台湾と

の交流が非常に活発にはなってきてますよ

ね。そういうことから考えると、非常に小中

高生、若い世代が、台湾との交流を図りなが

ら、いろいろなことを身につけていくという

ことは非常に大きな、大事なものだろうとい

うふうに思いますが、具体的に、小中高生と

いう、かなり――教育旅行では、大津高校あ

たりが、もうやがて15年、20年なりますか

ね、台湾への教育旅行で取り組んでおって、

非常に、成果としては大変いい、大きなこと

も生まれておりますが、具体的には、この小

中高生を台湾への派遣というのは、内容、取

組としてはどういうものなのかをちょっとお

伺いしたいと思いますが、部長でも誰でもい

いですけれども。 
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○岸森くらしの安全推進課長 くらしの安全

推進課です。 

 グローバルジュニアドリーム事業、こちら

の事業内容としましては、３本立てというよ

うな形なんですけれども、事前研修、本研

修、事後研修というような形になってござい

ます。 

 事前研修におきましては、台湾からの留学

生による講話を聞いたりとか、あとはもう本

研修が、台湾に行っての本研修ということに

なるんですけれども、本研修に向けた事前の

心の準備とか、その辺りを話していただいた

り、あとは、これはもう前の蒲島知事からも

あったんですけれども、知事講話もございま

す。これは、夢に関する講話ということで、

昨年度は木村知事からも講話をいただいてい

るところです。 

 その講話の後には、知事との意見交換会、

夢だったり、子供たちの将来についての話、

意見交換会でいろいろやり取りをされなが

ら、知事と子供たち、やり取りをされながら

講話が進むというような形です。 

 その最後に、熊本青少年大使の任命式とい

うことで、参加される小中高校生の皆様を熊

本の青少年大使に任命するという式で事前研

修終わりということになります。 

 本研修ですけれども、本研修につきまして

は、台湾に子供たちを派遣しまして、現地の

青少年との交流会がございます。これは、コ

ロナで一旦中断をしてたんですけれども、ホ

ームステイを今年度から再開する予定でおり

ます。現地の家庭でのホームステイです。こ

れが本研修になっております。 

 本研修から帰ってきまして１週間、もしく

は２週間後に事後研修がございます。本研修

で得たことあたりの発表会があったりとか、

もしくは、企業経営者などによる夢講話がご

ざいます。あとは、もうそれぞれ班長だった

り、この参加者、子供たちの成果発表という

ことで終わるというようなことになっており

ます。 

 事業内容としては以上です。 

 

○髙木健次委員 今説明では、事前研修また

本研修とか、いろいろな台湾の学生たちとの

交流とか、いろいろな研修が予定されており

ますが、大変狙いとしては非常にいいと思う

んですよね。ただ、小中高生、小学校――台

湾への派遣とかでなくして、もう大体こちら

のほうで、そういう子供たちが集まって研修

するとか、そういうふうな取組が多いんだろ

うと思いますけれども。小学生、中学生――

高校生はね、もう当然、海外旅行等もいろん

なところでやってるから大丈夫と思うんです

が、小中校生を海外派遣というのも非常にい

ろいろ大変だろうというふうに思いますが、

その辺についてはいかがですか。 

 

○岸森くらしの安全推進課長 くらしの安全

推進課です。 

 小学生、中学生につきましては、ほぼほぼ

といいますか、海外旅行は初めての方がほと

んどでございますので、その辺りの安全管理

とか、もしくは、それぞれのお子様の性格だ

ったり、あとは食物のアレルギーとか、そう

いうものもございますので、その辺りを、審

査の段階で、面接あたりもしまして、聞き取

りもしまして、十分に準備を尽くして派遣さ

せていただくというようなことでやっており

ます。 

 

○髙木健次委員 岸森課長、大変熱心にやら

れるということであると思いますので、しっ

かり頑張ってください。 

 子供たちの夢を育むためにも、非常にいい

事業だと思います。そういうことで、もう後

は要りませんから、委員長、以上です。 

 

○髙島和男委員長 ほかにございませんか。 
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○髙井千歳委員 資料の11ページの地下水の

件に関してなんですけれども、今、地下水モ

ニタリング、24時間モニタリングもしていた

だいているというふうに思うんですけれど

も、先日の発表で、その予測で、セミコン周

辺で、７年で1.12メートルの低下の予想とい

うことなんですけれども、これは、セミコン

周辺での水位の低下の予測だと思うんですけ

れども、熊本市に湧水してきたときの湧水量

の予測というのは出ていないんでしょうかと

いうのが、１点お尋ねです。 

 

○若杉環境立県推進課長 環境立県推進課で

す。 

 委員お尋ねは、湧水量の影響ということで

すけれども、今現在、そちら、データを収集

をしてるところでして、まだ公表はさせてい

ただいていない状況になります。 

 こちらは、今熊本地域の地下水総合保全管

理計画というものを改定したいと思っておる

んですけれども、その際に、目標値、どのぐ

らいの水を維持するかという目標値を定める

んですが、そのときに、あわせて、そういっ

た細かい流入という、その内訳についても公

表できればよいかなと思っております。 

 以上です。 

 

○髙井千歳委員 枯渇の心配はないというこ

とだと書いてありましたけれども、ただ、７

年で1.12メートルというのは結構な数字なの

かなというふうに私はちょっと感じましたの

で、その辺も懸念している県民もたくさんい

ますので、対策をよろしくお願いいたしま

す。 

 それと、もう１点よろしいでしょうか。 

 先ほどのＰＦＢＳとＰＦＢＡの点なんです

けれども、先日、環境保全課さんのほうにも

ヒアリングさせていただいたんですけれど

も、これ、確かに基準と比較しても法定外物

質とはいえ、海外の飲料水の基準値と比較し

ても心配ないということだったんですけれど

も、ただ、私が懸念しているのは、22万人分

の生活排水と一緒になって、そして坪井川の

河川水と一緒になっても、これだけ数値が、

微量にですけれども上がっているというのは

ちょっと懸念をしているところなんですけれ

ども。 

 その上で、先日ヒアリングした際に、環境

省のほうとはほとんど連携をしていないとい

うことをお伺いしたんですけれども、国策で

あるならば、やはり環境省のほうとも意見交

換なり連携をして、何か進めていただきたい

なというふうに思っているんですけれども、

今後の対策としてどのようにお考えでしょう

か。 

 

○廣畑環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 委員今御指摘の国との連携という点だと思

うんですけれども、まだ、取りあえず、第１

回目の結果が出ないことには状況分かりませ

んので、国に対して、例えば要請とか、何か

お願いするにしても分からないところありま

したので、今回１回目の結果が出まして、今

後さらにデータを積み重ねることによって、

国との連携もうまくいくんじゃないかなと。

場合によっては、例えば基準の設定とか、い

ろんなことを考える上で連携ができるかなと

いうふうに今考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

 

○髙井千歳委員 ありがとうございます。 

 引き続きよろしくお願いいたします。 

 

○髙島和男委員長 ほかにございませんか。 

 

○松田三郎委員 簡潔にお伺いしますが、資

料16ページの――環境保全課長は引き続きで
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ございますが、上段の(5)衛星画像云々とい

うのが……。 

 漏水調査というのは、これに限らず、もと

もと調査物というのは、あんまり調査費がつ

かなくて、なかなか市町村も丸々手出しで調

査するとはということで、二の足を踏んでら

っしゃったところもあるかもしれません。 

 今回この新規事業で――だと思うんです、

これも。調査期間が短縮するとかコスト削減

というのが期待されるわけですけれども、こ

れは、この項目の総額１億6,000万となって

おりますが、大体この事業で、例えばどれぐ

らいの自治体なり、この水道事業者が共同し

て調査されるかなという見込みというか、積

算の根拠を教えていただければ。 

 

○廣畑環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 この衛星画像解析技術活用漏水調査事業と

いうのは、水道管が漏水してた場合は、音を

聞いて、ずっと歩いてチェックしていくしか

なかったというところがございました。です

ので、時間と費用、労力が相当かかっていた

というところがございます。 

 ただ、この衛星画像を使いますと、あらあ

らの、例えば100メートル範囲ぐらいで漏れ

ているところがある程度予想できますので、

現場で聞き取りしながら調査するというのが

かなり絞られてくるということでございま

す。 

 そういう点ではなかなかいい事業というふ

うに捉えておりまして、呼びかけたんですけ

れども、今のところ手を挙げていただいてい

るのは５市２町でございます。 

 なかなかやっぱりお金がかかるというの

と、これまで例がまだまだ少ないところがご

ざいます。費用対効果がどれだけあるのかと

いうのが見えてこないと、なかなか手を挙げ

にくいというところがございますので、まず

は、この５市２町で成果を出しながら、さら

に呼びかけていけば、もっと手を挙げていた

だけるんじゃないかなというふうに今捉えて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○松田三郎委員 おっしゃるとおり、これは

いいですよと、したら思ったほど手が挙げ上

がってこなかった。ただ、手を挙げていただ

いたところに、先んじて取り組んだら、やっ

ぱりうちも手挙げれば、よし、次もあるなら

手を挙げようという、そういう流れになって

くるといいなと思いますが。 

 これ、単なる推測ですが、調査をして、や

っぱりかなり老朽度合いが著しいところが多

いという話を聞きますけれども、調査をし

て、ここが漏水しているのが分かったら、交

換なり改修が必要なわけですよね。そのお金

がなかなか厳しいので、もしかするとです

よ、調査して分かっても、どうせ改修でけぬ

けん、調査すらしないというところもあるか

もしれないし、まずは調査ぐらいはしとかぬ

と、住民の水道料金等々に直結するわけでし

ょうから、調査して、改修はまだ何かいろい

ろな補助金なり、自分のところの何か財源が

あったときにやろうというのが――それと、

調査してすぐやられるところと、大体３パタ

ーンぐらいあるかなと思いますけれども、こ

れは、実際調査して、漏水箇所がある程度特

定できましたと、これを交換なり改修するの

は、何か補助金があるのか、しかも、県でい

うと、ない。実際改修になると、環境保全課

じゃなくて、どこかになるわけですかね。そ

の２点を。 

 

○廣畑環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 実際にその事業を行ってるのは水道事業者

になりますので、基本的には市町村というこ

とになります。 

 漏水が分かって、実際工事いつするのかと
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いうのは、確かに予算との絡みもございま

す。大量に漏水が見つかれば、それだけ事業

費もかさみますので、なかなか二の足踏まれ

るところもあるかと思います。 

 ただ、基本的に、それだけ漏水が多いとい

うことは、給水した水、漏れて、行き届いて

ない、料金として回収する金額も減ってきま

すので、そこら辺の兼ね合いから、少しでも

早めに修理なり何なりをしていただくような

形で、そこら辺の国の補助メニュー等も見な

がら、適切な支援を市町村に対して行ってい

きたいと考えております。 

 

○松田三郎委員 確認ですけど、さっき言い

ました、市町村が、その交換なり改修すると

きの補助金は、今の段階でもあるわけです

ね。 

 

○廣畑環境保全課長 後ほど確認した上で御

報告したいと思います。 

 

○髙島和男委員長 いいですか。 

 

○松田三郎委員 はい、いいです。 

 

○髙島和男委員長 ほかにございませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○髙島和男委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 最後に、その他で委員から何かありません

か。 

 

○松田三郎委員 これは、脇部長に――観光

文化部の脇部長も４月に就任なさいましたの

で、もうちょっと声を聞きたいなと思って。 

 ざっくりした話でございます。よく観光事

業者の方等々から聞かれるのは、県の観光に

対するスタンスといいますか、観光行政とい

いますか、例えば、極端な話ですけれども、

どこかの地域、阿蘇なら阿蘇を、もっともっ

と浮き立たせて、そういうのを県が誘導し

て、よくある――とにかく熊本県に来ていた

だくように、ほかのところも底上げできると

いうような考えなのか、いやいや、やっぱり

特定のところじゃなくて、やっぱり全部の地

域あるいは熊本県全体で、一つ一つの自治体

が頑張っているところを後方なり側面から支

援しながら、どこの自治体もやれないような

共通したところを県がやるという、どっちの

色合いが強いのか、どっちもなのか、あるい

は、いやそれ以外なのかというのが、委員会

ですから、個人的な御意見でも結構ですし、

部を代表して、あるいは県を代表してでも結

構でございますし、何かその辺の、大体こう

いうふうにやっていくんですよというのが、

我々も心の準備が必要でございますので、ち

ょっと一端教えていただければと思います。 

 

○脇観光文化部長 今、松田委員のほうから

お話のあった件ですけれども、やっぱり２つ

あって、お客様に広く、要は観光地の魅力と

かブランドを皆さんに知っていただくために

は、ある程度集中して、熊本の観光のよさみ

たいなところを明らかにしていくためには、

地域、それから素材に関しては、集中させて

売っていく必要があるかなというふうに思っ

てます。 

 例えば、熊本でいきますと、阿蘇とか天

草、それから熊本城みたいなところは、やは

り、国内に限らず、海外に向けても非常にや

っぱり発信力が高いというふうに思ってます

ので、ここはしっかりとやっていかなきゃい

けないというふうに思ってます。 

 それから、テーマでいきますと、やっぱ

り、全国で湧水量第５位の例えば温泉とか、

こういったものについては、東アジアの方も

含め、大変需要が高いというふうに感じてま

すので、こういったものをしっかり売ってい

く、こういったところもあります。 

 となりますと、温泉、それから、あと食の
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みやこ等で食もやらせていただいております

けれども、そういったところを踏まえます

と、熊本には、各市町村、各圏域に温泉が非

常に湧いてているところもたくさんございま

す。そして、農林水産業も非常に豊富なとこ

ろでもございますので、いわゆる地域的にし

っかり売っていくところと、熊本の強みであ

るような温泉とか食、こういったところをき

ちっと売り込むことで、県内全域の観光資

源、それから観光素材みたいなものをしっか

りと売っていけるんじゃないかなというふう

に思っております。 

 ですので、地域的なブランドと熊本観光が

持つ強みのブランド、これを両方売ること

で、熊本観光全域が豊かになっていくんじゃ

ないかなというふうに思ってますので、そう

いった意味合いでは、二刀流というか、三刀

流というか、そういう形で観光振興をしてい

かなきゃいけないかなというふうに感じてい

るところでございます。 

 

○松田三郎委員 非常に分かりやすく、優等

生的な答弁でございました。 

 口の悪い方は、例えば、ある程度均衡を考

えてというと、県は総花的じゃないか、かと

いって、特定の地域を、さっきおっしゃった

ように、前者で力を入れると、うちの地域が

入ってないとか、特定のところばっかりて必

ず言う人はいますので、そういう批判はあま

り恐れずに、今おっしゃったところは、多少

めり張りもつけながら頑張っていただきた

い、エールを送りたいと思います。 

 もう１点、引き続きいいですか。 

 私は、熊本県議会の観光物産振興議員連盟

の今会長をいたしておりまして、この委員会

も、かつて私は３年連続所属したこともあり

ます。それで、よく観光の関係者の方、ある

いは私の地元の観光関係者の方々に言うの

は、観光というのは、非常に裾野の広い産業

である、だから、例えば、私は全然観光には

関係ないからってじゃなくて、例えば、農家

の方も、物産のところで自分が作ったものを

道の駅なり何なり、人が来られるところに出

して所得を上げるとかて、何か少しでも、逆

に自分は関係してるんだというのを、主体的

に参画してもらいたい。そして、みんなが所

得を上げる、お金もうけをしてもらう、金を

もうかってもらうというのが必要ですし、そ

れができる産業なんですよというような話を

してるんですよね。 

 ただ、実態を考えますと、例えば、私の地

元、球磨郡というところには、景色がいい、

神社仏閣もある、たくさんの方が来ていただ

くけれども、悲しいかな、一番観光消費額で

――交通費の飛行機代、新幹線代は別とし

て、恐らく、今も宿泊代というのが一番消費

額の中の割合を占めるんでしょうけれども、

泊まるところがあんまりないわけですよね。

だから、各町村が努力をして、たくさんの方

来ていただくけれども、結局は人吉に泊ま

る。もっと広く言うと、人吉、球磨にはたく

さんが来ていただくけれども、最後は熊本市

内に泊まる。これは、ある意味では利便性と

か快適性を求めたお客、民間の方がそうなさ

るのはやむを得ないところもあるんだろうと

思っております。 

 ですから、私が聞きたいのは、例えば、あ

る町、村が、えらい魅力があって、たくさん

人が来られるけれども、ほとんどそこにはお

金が落ちないとか、あるいは消費されないと

いうところは、これはやっぱり観光的には失

敗なんですかね。もっと言うならば、もうち

ょっとやっぱりお金を落としていただく仕組

みなり工夫を――その宿泊施設というのは、

なかなかホテルを、役所、役場が、公的部門

がやるというのはちょっと難しいでしょうか

ら、やっぱり民間に来て造っていただかなけ

ればならないけれども、民間は採算が取れな

いならなかなか進出しないでしょうし、そう

いうのを希望できないならば、やっぱり何か
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お金を落としていただく、観光消費額を上げ

るような仕組みなり工夫をするという方向で

考えるべきなのかというのはどうですか。 

 

○脇観光文化部長 御指摘のあったとおり、

やはり宿泊をすることが一番経済効果、それ

から消費額も高くなるのは事実です。ただ、

おっしゃるとおり、地域によっては、宿泊施

設ないところも数多くございます。ですの

で、各地で観光消費ができるような新たなサ

ービスを、皆さんなりわいとして観光を実感

してない、意識してない方々、御指摘のあっ

た農家の皆様方とか、飲食業の方々はそこま

でないかもしれませんが、そういった皆様方

と話を進めていきながら、新しい何か観光サ

ービスみたいなのを提供できればいいかなと

いうふうに思っておりまして、来年夏の熊本

デスティネーションキャンペーンに向けて新

しい組織も立ち上げましたので、今から各地

に職員を派遣していきながら、そういった地

域の声も聞きながら、新しいものを発掘して

サービスをつくっていきたいというふうに思

っています。 

 私も、観光は裾野が広いと言われながら

も、地域の皆様方がどれだけの経済効果を実

感しているかというふうに言われますと、な

かなかそこまでないんじゃないかというとこ

ろは気になっているところでもございますの

で、観光産業の裾野の広さを地域の皆様方に

も実感できるような、経済効果が出るような

取組を今年度、来年度に続いて、引き続き頑

張っていきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○松田三郎委員 はい、分かりました。 

 最後に、昨年でしたか、九州観光機構の唐

池会長とちょっとお話する機会があって、や

っぱりこれからは、特に、何人来た、何人泊

まったというよりも、１人の観光消費額、こ

れを上げるというところに注力したほうがい

いですよと。それには、やっぱりリピータ

ー、リピーターの一番初めは、例えばビジネ

スで来たとか、日帰りで来たけれども、ある

いは半日しかいなかったけれども、次は泊ま

ってみようとか、この間１泊したけれども、

まだ回れなかったので、２泊、３泊しようと

かという、２回、３回、そういうリピーター

をつくるというのも必要ですねという話でし

たので、なかなか市町村ごとの観光消費額と

いうデータは難しいんだろうと思いますけれ

ども、県全体とかですね、何かそういう一端

が分かれば、またこれから１年間の委員会の

中で教えていただければと、これは要望でご

ざいますので、以上でございます。 

 

○髙島和男委員長 ほかにございませんか。 

 なければ、以上で本日の議題は終了いたし

ました。 

 最後に、要望が１件提出されておりますの

で、参考としてお手元に写しを配付しており

ます。 

 それでは、これをもちまして第２回経済環

境常任委員会を閉会いたします。 

  午後０時20分閉会 
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